
お知らせ  

 

 

令和元年１０月１日からの消費税及び地方消費税率

引上げ等に伴い、大分県使用料及び手数料条例の一部

を改正する議案等が、７月３１日に県議会で可決され

ました。  

 １０月１日から、県有施設の使用料や各種試験等の

手数料の一部が別添の表のとおり改定されますのでお

知らせいたします。  

 

 

大分県  

大分県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
新旧対照表
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（
略
）

（
略
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大

分

県

消

会

議

室

使

用

大
会
議
室

全

部

を

使

用

す

る

午

前

九

時

（
略
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大

分

県

消

会

議

室

使
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大
会
議
室

全

部

を
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午

前

九

時

（
略
）

費

生

活

・

料

場
合

か

ら

正

午

八
、
一
五
〇
円

費

生

活

・

料

場
合

か

ら

正

午

八
、
〇
〇
〇
円

男

女

共

同

ま
で

男

女

共

同

ま
で

参

画

プ

ラ

参

画

プ

ラ

ザ

午

後

一

時

ザ

午

後

一

時

か

ら

午

後

一
〇
、
九
〇
〇
円

か

ら

午

後

一
〇
、
七
〇
〇
円

五
時
ま
で

五
時
ま
で

午

後

六

時

午

後

六

時

か

ら

午

後

八
、
一
五
〇
円

か

ら

午

後

八
、
〇
〇
〇
円

九
時
ま
で

九
時
ま
で

二

分

の

一

を

使

用

午

前

九

時

二

分

の

一

を

使

用

午

前

九

時

す
る
場
合

か

ら

正

午

四
、
〇
五
〇
円

す
る
場
合

か

ら

正

午

四
、
〇
〇
〇
円

ま
で

ま
で

午

後

一

時

午

後

一

時

か

ら

午

後

五
、
四
五
〇
円

か

ら

午

後

五
、
三
五
〇
円

五
時
ま
で

五
時
ま
で

午

後

六

時

午

後

六

時

か

ら

午

後

四
、
〇
五
〇
円

か

ら

午

後

四
、
〇
〇
〇
円

九
時
ま
で

九
時
ま
で

小
会
議
室

午

前

九

時

小
会
議
室

午

前

九

時

か

ら

正

午

一
、
四
〇
〇
円

か

ら

正

午

一
、
四
〇
〇
円

ま
で

ま
で

午

後

一

時

午

後

一

時

か

ら

午

後

一
、
九
〇
〇
円

か

ら

午

後

一
、
八
五
〇
円

五
時
ま
で

五
時
ま
で

午

後

六

時

午

後

六

時

か

ら

午

後

一
、
四
〇
〇
円

か

ら

午

後

一
、
四
〇
〇
円
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時

和
会
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午

前

九

時

か

ら

正

午

一
、
四
〇
〇
円

か

ら

正

午

一
、
四
〇
〇
円

ま
で

ま
で
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後

一
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後

一
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ら
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後
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、
九
〇
〇
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一
、
八
五
〇
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五
時
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午
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六
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後

六

時

か

ら

午

後

一
、
四
〇
〇
円

か

ら

午

後

一
、
四
〇
〇
円

九
時
ま
で

九
時
ま
で

設
備
使
用
料

ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
マ

イ
ク
ロ
ホ
ン(

マ
イ

ク

一
本

三
八
〇
円

（
略
）

設
備
使
用
料

ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン(

マ
イ
ク

一
本

三
七
〇
円

（
略
）

ス
タ
ン
ド
を
含
む
。)

ス
タ
ン
ド
を
含
む
。)

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
本

六
〇
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
本

五
九
〇
円

拡
声
装
置

一
式

一
、
二
〇
〇
円

拡
声
装
置

一
式

一
、
二
〇
〇
円

音
声
・
映
像
機
器

一
式

一
、
九
〇
〇
円

音
声
・
映
像
機
器

一
式

一
、
八
五
〇
円

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式

一
、
一
五
〇
円

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式

一
、
一
五
〇
円

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式

一
、
一
〇
〇
円

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式

一
、
一
〇
〇
円

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

一
台

六
〇
〇
円

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

一
台

五
九
〇
円

Ｃ
Ｄ
・
Ｍ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
台

六
〇
〇
円

Ｃ
Ｄ
・
Ｍ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
台

五
九
〇
円

移
動
式
拡
声
装
置

一
式

六
〇
〇
円

移
動
式
拡
声
装
置

一
式

五
九
〇
円

ス
ク
リ
ー
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一
式

二
四
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン

一
式

二
四
〇
円

展
示
用
パ
ネ
ル

一
枚

一
一
〇
円

展
示
用
パ
ネ
ル

一
枚

一
一
〇
円

コ
ン
セ
ン
ト

一

口

一

キ

二
六
〇
円

コ
ン
セ
ン
ト

一

口

一

キ

二
六
〇
円

ロ
ワ
ッ
ト

ロ
ワ
ッ
ト

団
体
専
用
ロ
ッ
カ
ー

一

個

一

年

二
、
五
〇
〇
円

団
体
専
用
ロ
ッ
カ
ー

一

個

一

年

二
、
四
五
〇
円

間

間

(
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略
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一
〇
一
研
修
室

一
時
間

四
二
〇
円

（
略
）

一
〇
一
研
修
室

一
時
間

四
一
〇
円

（
略
）

二
〇
一
研
修
室

一
時
間

三
一
〇
円

二
〇
一
研
修
室

一
時
間

三
一
〇
円

二
〇
二
研
修
室

一
時
間

三
一
〇
円

二
〇
二
研
修
室

一
時
間

三
一
〇
円

三
〇
一
研
修
室

一
時
間

三
一
〇
円

三
〇
一
研
修
室

一
時
間

三
一
〇
円

大

分

県

立

会

議

室

使

用

三
〇
二
研
修
室

一
時
間

三
一
〇
円

大

分

県

立

会

議

室

使

用

三
〇
二
研
修
室

一
時
間

三
一
〇
円

大

分

高

等

料

大

分

高

等

料

技

術

専

門

三
〇
三
研
修
室

一
時
間

四
二
〇
円

技

術

専

門

三
〇
三
研
修
室

一
時
間

四
一
〇
円

校

大

分

職

校

大

分

職

業

訓

練

セ

大
研
修
室

一
時
間

八
四
〇
円

業

訓

練

セ

大
研
修
室

一
時
間

八
二
〇
円

ン
タ
ー

ン
タ
ー

視
聴
覚
室

一
時
間

四
二
〇
円

視
聴
覚
室

一
時
間

四
一
〇
円

実
習
室

一
時
間

六
三
〇
円

実
習
室

一
時
間

六
二
〇
円

音
声
・
映
像
機
器

一

式

一
、
九
〇
〇
円

音
声
・
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八
五
〇
円
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料

オ
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バ
ー
ヘ
ッ
ド
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ジ
ェ
ク
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一

式

一
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一
五
〇
円

設
備
使
用
料

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
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一

式

一
、
一
五
〇
円

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
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一
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一
〇
〇
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
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式
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一
〇
〇
円

（
略
）

（
略
）
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宿

泊

施

設

使

一
人
一
泊

八
五
〇
円

宿

泊

施

設

使

一
人
一
泊

八
三
〇
円

用
料

用
料

午
前
八
時
か
ら
正
午
ま
で

一
、
四
〇
〇
円

午
前
八
時
か
ら
正
午
ま
で

一
、
四
〇
〇
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

一
、
四
〇
〇
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

一
、
四
〇
〇
円

大

分

県

林

大

分

県

林

業
研
修
所

講

義

室

使

用

業
研
修
所

講

義

室

使

用

料

料

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

一
、
四
〇
〇
円

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

一
、
四
〇
〇
円

午
前
八
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二
、
八
〇
〇
円

午
前
八
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二
、
七
五
〇
円
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レ

ク

チ

ャ

ー

一

日

二
、
五
〇
〇
円

（
略
）

レ

ク

チ

ャ

ー

一

日

二
、
四
五
〇
円

（
略
）

ル

ー

ム

使

用

ル

ー

ム

使

用

料

半

日

一
、
二
五
〇
円

料

半

日

一
、
二
五
〇
円

自

転

車

使

用

中
学
生
・
小
学
生

一
台
一
回

二
一
〇
円

自

転

車

使

用

中
学
生
・
小
学
生

一
台
一
回

二
〇
〇
円

料

料

一
般

一
台
一
回

三
一
〇
円

一
般

一
台
一
回

三
一
〇
円

変

形

自

転

車

中
学
生
・
小
学
生

一

台

二

時

二
一
〇
円

変

形

自

転

車

中
学
生
・
小
学
生

一

台

二

時

二
〇
〇
円

使
用
料

間

使
用
料

間

一
般

一

台

二

時

三
一
〇
円

一
般

一

台

二

時

三
一
〇
円

間

間

大

分

県

青

大

分

県

青

少
年
の
森

一

輪

車

使

用

中
学
生
・
小
学
生

一

台

二

時

二
一
〇
円

少
年
の
森

一

輪

車

使

用

中
学
生
・
小
学
生

一

台

二

時

二
〇
〇
円

料

間

料

間

一
般

一

台

二

時

三
一
〇
円

一
般

一

台

二

時

三
一
〇
円

間

間

マ

ウ

ン

テ

ン

中
学
生
・
小
学
生

一

台

二

時

二
一
〇
円

マ

ウ

ン

テ

ン

中
学
生
・
小
学
生

一

台

二

時

二
〇
〇
円

バ

イ

ク

使

用

間

バ

イ

ク

使

用

間

料

料

一
般

一

台

二

時

三
一
〇
円

一
般

一

台

二

時

三
一
〇
円

間

間

サ

イ

ク

リ

ン

一

日

四
、
七
〇
〇
円

サ

イ

ク

リ

ン

一

日

四
、
六
〇
〇
円

グ

セ

ン

タ

ー

グ

セ

ン

タ

ー

レ

ク

チ

ャ

ー

レ

ク

チ

ャ

ー

ル

ー

ム

使

用

半

日

二
、
七
〇
〇
円

ル

ー

ム

使

用

半

日

二
、
六
五
〇
円

料

料
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分

単

位

金
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備
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名
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称

の
名
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キ

ャ

ン

プ

場

中
学
生
・
小
学
生

一
人
一
日

二
一
〇
円

（
略
）

キ

ャ

ン

プ

場

中
学
生
・
小
学
生

一
人
一
日

二
〇
〇
円

（
略
）

使
用
料

使
用
料

一
般

一
人
一
日

四
二
〇
円

一
般

一
人
一
日

四
一
〇
円

バ

ン

ガ

ロ

ー

一
棟
一
日

六
、
六
〇
〇
円

バ

ン

ガ

ロ

ー

一
棟
一
日

六
、
五
〇
〇
円

使
用
料

使
用
料

テ

ン

ト

使

用

四
人
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

一
、
二
五
〇
円

テ

ン

ト

使

用

四
人
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

一
、
二
五
〇
円

料

料

大

分

県

平

五
人
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

一
、
六
五
〇
円

大

分

県

平

五
人
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

一
、
六
〇
〇
円

成

森

林

公

成

森

林

公

園

八
人
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

二
、
五
〇
〇
円

園

八
人
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

二
、
四
五
〇
円

一
〇
人
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

三
、
二
〇
〇
円

一
〇
人
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

三
、
一
五
〇
円

フ
ァ
ミ
リ
ー
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

三
、
三
〇
〇
円

フ
ァ
ミ
リ
ー
用
テ
ン
ト

一
張
一
日

三
、
二
五
〇
円

常
設
テ
ン
ト

一
張
一
日

四
、
三
五
〇
円

常
設
テ
ン
ト

一
張
一
日

四
、
三
〇
〇
円

ツ

リ

ー

ハ

ウ

一
棟
一
日

五
、
五
〇
〇
円

ツ

リ

ー

ハ

ウ

一
棟
一
日

五
、
四
〇
〇
円

ス
使
用
料

ス
使
用
料

コ

テ

ー

ジ

使

一
棟
一
日

一
一
、
〇
〇
〇
円

コ

テ

ー

ジ

使

一
棟
一
日

一
〇
、
八
〇
〇
円

用
料

用
料

- 6 -



改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

の
名
称

称

の
名
称

称

大
洲
総
合

公

園

施

設

の

一

年

一

平

（
略
）

大
洲
総
合

公

園

施

設

の

一

年

一

平

（
略
）

運
動
公
園

設

置

に

係

る

方

メ

ー

ト

一
、
〇
〇
〇
円

運
動
公
園

設

置

に

係

る

方

メ

ー

ト

一
、
〇
〇
〇
円

使
用
料

ル

使
用
料

ル

公

園

施

設

の

一

年

一

平

公

園

施

設

の

一

年

一

平

管

理

に

係

る

方

メ

ー

ト

三
、
一
五
〇
円

管

理

に

係

る

方

メ

ー

ト

三
、
一
〇
〇
円

使
用
料

ル

使
用
料

ル

公

園

の

占

用

公

園

の

占

用

に

係

る

使

用

電
柱
及
び
そ
の
支
柱

一
年
一
本

一
、
三
五
〇
円

に

係

る

使

用

電
柱
及
び
そ
の
支
柱

一
年
一
本

一
、
三
五
〇
円

料

料

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和

電
話
柱
（
電
柱
で
あ
る
も
の
を
除
く
。)

六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表

電
話
柱
（
電
柱
で
あ
る
も
の
を
除
く
。)

六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表

第
一
に
定
め
る
額

第
一
に
定
め
る
額

そ
の
他
の
柱
類

一
年
一
本

五
〇
〇
円

そ
の
他
の
柱
類

一
年
一
本

五
〇
〇
円

一

年

一

メ

一

年

一

メ

電
線
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

ー
ト
ル

一
〇
〇
円

電
線
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

ー
ト
ル

一
〇
〇
円

変
圧

塔
そ
の

他

こ
れ
に

類
す
る

も
の
及

一

年

一

平

変
圧
塔

そ
の
他

こ

れ
に
類

す
る
も
の

及

一

年

一

平

び
公
衆
電
話
所

方

メ

ー

ト

一
、
〇
〇
〇
円

び
公
衆
電
話
所

方

メ

ー

ト

一
、
〇
〇
〇
円

ル

ル

外

径

が

〇

・
四

メ

ー

外

径

が
〇

・

四

メ

ー

ト
ル
未
満
の
も
の

二
〇
〇
円

ト
ル
未
満
の
も
の

二
〇
〇
円

水

道

管

、

下

水

外

径

が

〇

・
四

メ
ー

一

年

一

メ

水

道

管

、

下

水

外

径

が
〇

・

四
メ

ー

一

年

一

メ

道

管

、

ガ

ス

管

ト

ル

以
上

一
メ

ー
ト

ー
ト
ル

五
〇
〇
円

道

管

、

ガ

ス

管

ト

ル
以

上

一

メ
ー

ト

ー
ト
ル

五
〇
〇
円

そ

の

他

こ

れ

ら

ル
未
満
の
も
の

そ

の

他

こ

れ

ら

ル
未
満
の
も
の

に
類
す
る
も
の

に
類
す
る
も
の

- 7 -

外

径
が

一

メ

ー

ト
ル

外

径

が
一

メ
ー

ト

ル

以
上
の
も
の

一
、
〇
〇
〇
円

以
上
の
も
の

一
、
〇
〇
〇
円

一

年

一

平

一

年

一

平

郵
便
差
出
箱

方

メ

ー

ト

一
、
〇
〇
〇
円

郵
便
差
出
箱

方

メ

ー

ト

一
、
〇
〇
〇
円

ル

ル

競

技
会
、

集

会
、
展

示
会
、

博
覧

会
そ

一

日

一

平

競
技

会
、
集

会
、

展
示
会

、
博
覧

会
そ

一

日

一

平

の
他

こ
れ
ら

に

類
す
る

催
し
の

た
め
設

方

メ

ー

ト

一
〇
円

の
他
こ

れ
ら
に

類

す
る
催

し
の
た
め

設

方

メ

ー

ト

一
〇
円

け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

ル

け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

ル

地

下
に

設

け
ら

れ

る

一

年

一

平

地

下

に
設

け

ら

れ

る

一

年

一

平

も
の

方

メ

ー

ト

五
〇
〇
円

も
の

方

メ

ー

ト

五
〇
〇
円

ル

ル

そ
の
他
の
も
の

そ
の
他
の
も
の

地

上

に
設

け
ら

れ
る

一

月

一

平

地

上
に

設

け

ら
れ

る

一

月

一

平

も
の

方

メ

ー

ト

一
〇
〇
円

も
の

方

メ

ー

ト

一
〇
〇
円

ル

ル

大

分

県

都

市

大

分

県

都

市

公

園

条

例

（

物
品

の
販
売

、

募
金
そ

の
他
こ

れ
ら
に

一
件
一
日

一
九
〇
円

公

園

条

例

（

物
品
の

販
売
、

募

金
そ
の

他
こ
れ
ら

に

一
件
一
日

一
八
〇
円

昭

和

五

十

三

類
す
る
行
為

昭

和

五

十

三

類
す
る
行
為

年

大

分

県

条

年

大

分

県

条

例

第

二

十

号

業

と

し

て

行

う

例

第

二

十

号

業

と

し

て

行

う

）

第

二

条

第

撮
影

写
真

一
日

一
九
〇
円

）

第

二

条

第

撮
影

写
真

一
日

一
八
〇
円

一

項

の

行

為

一

項

の

行

為

に

係

る

使

用

に

係

る

使

用

料

料

映
画

一
日

八
、
三
〇
〇
円

映
画

一
日

八
、
一
五
〇
円

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
設
備

一
件
一
日

五
四
、
七
〇
〇
円

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
設
備

一
件
一
日

五
三
、
七
〇
〇
円

に
よ
る
も
の

に
よ
る
も
の

広
告
物
の
表
示

広
告
物
の
表
示

一

日

一

平

一

日

一

平

そ
の
他
の
も
の

方

メ

ー

ト

二
、
四
〇
〇
円

そ
の
他
の
も
の

方

メ

ー

ト

二
、
三
五
〇
円

ル

ル

有
料
公
園
施

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

グ
ラ
ウ
ン
ド

一
時
間

六
三
〇
円

設
の
利
用
に

グ
ラ
ウ
ン
ド

一
時
間

六
二
〇
円

係
る
使
用
料

係
る
使
用
料

軟
式
野
球
場

軟
式
野
球
場

照
明
設
備

一
時
間

二
、
七
五
〇
円

照
明
設
備

一
時
間

二
、
七
〇
〇
円
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硬
式

１

土

曜

日

硬
式

１

土

曜

日

野
球

、

日

曜

日

又

野
球

、

日

曜

日

又

場

は

祝

日

に

使

場

は

祝

日

に

使

ア

マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

一
時
間

二
、
二
五
〇
円

用

す

る

場

合

ア

マ
チ

ュ

ア

ス
ポ

ー

一
時
間

二
、
二
〇
〇
円

用

す

る

場

合

ツ
に
使
用
す
る
場
合

は

、

そ

れ

ぞ

ツ
に
使
用
す
る
場
合

は

、

そ

れ

ぞ

れ

上

記

使

用

れ

上

記

使

用

料

の

額

の

三

料

の

額

の

三

割

増

し

と

す

割

増

し

と

す

る
。

る
。

２

入

場

料

２

入

場

料

（

前

売

券

面

（

前

売

券

面

額

を

い

い

、

額

を

い

い

、

前

売

券

の

な

前

売

券

の

な

い

場

合

は

、

い

場

合

は

、

行

事

の

当

日

行

事

の

当

日

に

入

場

者

か

に

入

場

者

か

ら

領

収

す

る

ら

領

収

す

る

金

額

）

又

は

金

額

）

又

は

会

費

を

徴

収

会

費

を

徴

収

し

て

使

用

す

し

て

使

用

す

る

場

合

は

、

る

場

合

は

、

一

人

当

た

り

一

人

当

た

り

の

税

込

入

場

の

税

込

入

場

料

又

は

会

費

料

又

は

会

費

の

額

（

二

種

の

額

（

二

種

類

以

上

あ

る

類

以

上

あ

る

グ

ラ

場

合

は

、

そ

グ

ラ

場

合

は

、

そ

ウ

ン

の

最

高

額

）

ウ

ン

の

最

高

額

）

ド

を

、

ア

マ

チ

ド

を

、

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

ュ

ア

ス

ポ

ー

ツ

に

使

用

す

ツ

に

使

用

す

る

場

合

に

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

一

〇

つ

て

は

一

〇

〇

倍

し

た

額

〇

倍

し

た

額

を

、

そ

の

他

を

、

そ

の

他

に

使

用

す

る

に

使

用

す

る

場

合

に

あ

つ

場

合

に

あ

つ

て

は

二

〇

〇

て

は

二

〇

〇

倍

し

た

額

を

倍

し

た

額

を

加
算
す
る
。

加
算
す
る
。

３

中

学

校

３

中

学

校

体

育

連

盟

、

体

育

連

盟

、

高

等

学

校

体

高

等

学

校

体

そ
の
他
に
使
用

一
時
間

一
一
、
二
〇
〇
円

育

連

盟

、

高

そ
の
他
に
使
用

一
時
間

一
一
、
〇
〇
〇
円

育

連

盟

、

高

す
る
場
合

等

学

校

野

球

す
る
場
合

等

学

校

野

球

連

盟

、

軟

式

連

盟

、

軟

式

野

球

連

盟

及

野

球

連

盟

及

び

公

益

財

団

び

公

益

財

団

法

人

日

本

野

法

人

日

本

野

球

連

盟

が

主

球

連

盟

が

主
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催

し

て

使

用

催

し

て

使

用

す

る

行

事

の

す

る

行

事

の

場

合

の

上

記

場

合

の

上

記

使

用

料

の

額

使

用

料

の

額

、

第

一

項

の

、

第

一

項

の

割

増

額

及

び

割

増

額

及

び

前

項

の

加

算

前

項

の

加

算

額

は

、

上

記

額

は

、

上

記

使

用

料

の

額

使

用

料

の

額

、

第

一

項

の

、

第

一

項

の

割

増

額

及

び

割

増

額

及

び

前

項

の

加

算

前

項

の

加

算

額

に

、

そ

れ

額

に

、

そ

れ

ぞ

れ

二

分

の

ぞ

れ

二

分

の

一

を

乗

じ

た

一

を

乗

じ

た

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

照
明

二

、

八

〇

照
明

二

、

八

〇

設
備

〇

ル

ツ

ク

三
七
、
九
〇
〇
円

設
備

〇

ル

ツ

ク

三
七
、
二
〇
〇
円

ス

ス

一
時
間

一
時
間

二

、

〇

〇

二

、

〇

〇

〇

ル

ツ

ク

二
五
、
四
〇
〇
円

〇

ル

ツ

ク

二
四
、
九
〇
〇
円

ス

ス

一
時
間

一
時
間

ア

マ

ア

マ

チ

ュ

一

、

四

〇

チ

ュ

一

、

四

〇

ア

ス

〇

ル

ツ

ク

一
八
、
九
〇
〇
円

ア

ス

〇

ル

ツ

ク

一
八
、
六
〇
〇
円

ポ

ー

バ

ッ

テ

リ

ス

ポ

ー

バ

ッ

テ

リ

ス

ツ

に

ー
間
照
度

一
時
間

ツ

に

ー
間
照
度

一
時
間

使

用

使

用

す

る

一

、

〇

〇

す

る

一

、

〇

〇

場
合

〇

ル

ツ

ク

一
三
、
一
〇
〇
円

場
合

〇

ル

ツ

ク

一
二
、
八
〇
〇
円

ス

ス

一
時
間

一
時
間

七

〇

〇

ル

七

〇

〇

ル

ツ
ク
ス

九
、
一
五
〇
円

ツ
ク
ス

八
、
九
五
〇
円

一
時
間

一
時
間

五

〇

〇

ル

五

〇

〇

ル

ツ
ク
ス

六
、
六
〇
〇
円

ツ
ク
ス

六
、
五
〇
〇
円

一
時
間

一
時
間

三

〇

〇

ル

三

〇

〇

ル

ツ
ク
ス

四
、
〇
五
〇
円

ツ
ク
ス

四
、
〇
〇
〇
円

一
時
間

一
時
間
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グ

ラ

ウ

ン

グ

ラ

ウ

ン

ド

内

均

一

一
時
間

五
、
三
〇
〇
円

ド

内

均

一

一
時
間

五
、
二
〇
〇
円

照
度

照
度

そ
の
他
に
使
用
す
る

一
時
間

一
三
五
、
〇
〇
〇
円

そ
の
他
に
使
用
す
る

一
時
間

一
三
二
、
〇
〇
〇
円

場
合

場
合

附
属

１

「

試

合

附
属

１

「

試

合

設
備

放
送
設
備

一
時
間

八
九
〇
円

用

の

定

型

画

設
備

放
送
設
備

一
時
間

八
七
〇
円

用

の

定

型

画

面

」

と

は

、

面

」

と

は

、

チ

ー

ム

名

、

チ

ー

ム

名

、

選

手

名

、

得

選

手

名

、

得

得

点

・

判

定

一
時
間

七
三
〇
円

点

、

判

定

等

得

点

・

判

定

一
時
間

七
二
〇
円

点

、

判

定

等

表
示

を

表

示

す

る

表
示

を

表

示

す

る

も

の

を

い

う

も

の

を

い

う

。

。

２

中

学

校

２

中

学

校

試

合

体

育

連

盟

、

試

合

体

育

連

盟

、

用

の

高

等

学

校

体

用

の

高

等

学

校

体

定

型

育

連

盟

、

高

定

型

育

連

盟

、

高

画

面

等

学

校

野

球

画

面

等

学

校

野

球

の

み

一
時
間

一
、
二
五
〇
円

連

盟

、

軟

式

の

み

一
時
間

一
、
二
五
〇
円

連

盟

、

軟

式

を

表

野

球

連

盟

及

を

表

野

球

連

盟

及

示

す

び

公

益

財

団

示

す

び

公

益

財

団

る

場

法

人

日

本

野

る

場

法

人

日

本

野

合

球

連

盟

が

主

合

球

連

盟

が

主

催

し

て

使

用

催

し

て

使

用

ス
コ

す

る

行

事

の

ス
コ

す

る

行

事

の

ア
ボ

全
部

場

合

の

上

記

ア
ボ

全
部

場

合

の

上

記

ー
ド

表
示

使

用

料

の

額

ー
ド

表
示

使

用

料

の

額

設
備

試

合

は

、

上

記

使

設
備

試

合

は

、

上

記

使

用

の

用

料

の

額

に

用

の

用

料

の

額

に

定

型

二

分

の

一

を

定

型

二

分

の

一

を

画

面

乗

じ

た

額

と

画

面

乗

じ

た

額

と

及

び

す
る
。

及

び

す
る
。

そ

の

そ

の

他

の

一
時
間

一
、
三
五
〇
円

他

の

一
時
間

一
、
三
五
〇
円

映

像

映

像

等

を

等

を

表

示

表

示

す

る

す

る

場
合

場
合

シ
ャ
ワ
ー
設
備

一
人
一
回

一
〇
〇
円

シ
ャ
ワ
ー
設
備

一
人
一
回

一
〇
〇
円
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冷
房
設
備

一
時
間

七
六
〇
円

冷
房
設
備

一
時
間

七
五
〇
円

庭
球
場

「

高

校

生

・

庭
球
場

「

高

校

生

・

一
面

高
校
生

一
時
間

二
八
〇
円

中

学

生

・

小

一
面

高
校
生

一
時
間

二
八
〇
円

中

学

生

・

小

・
中
学

学

生

」

と

は

・
中
学

学

生

」

と

は

生
・
小

、

高

等

学

校

生
・
小

、

高

等

学

校

学
生

の

生

徒

、

中

学
生

の

生

徒

、

中

学

校

の

生

徒

学

校

の

生

徒

、

小

学

校

の

、

小

学

校

の

児

童

及

び

こ

児

童

及

び

こ

一
般

一
時
間

三
三
〇
円

れ

ら

に

準

ず

一
般

一
時
間

三
三
〇
円

れ

ら

に

準

ず

る

者

を

い

う

る

者

を

い

う

。

。

照
明
設
備

一

面

一

時

三
一
〇
円

照
明
設
備

一

面

一

時

三
一
〇
円

間

間

弓
道
場

「

中

学

生

弓
道
場

「

中

学

生

専
用
使
用
す
る
場
合

一
時
間

一
、
二
〇
〇
円

・

小

学

生

」

専
用
使
用
す
る
場
合

一
時
間

一
、
一
五
〇
円

・

小

学

生

」

と

は

中

学

校

と

は

中

学

校

の

生

徒

、

小

の

生

徒

、

小

中
学
生

学

校

の

児

童

中
学
生

学

校

の

児

童

・
小
学

一
人
一
回

一
〇
〇
円

及

び

こ

れ

ら

・
小
学

一
人
一
回

一
〇
〇
円

及

び

こ

れ

ら

生

に

準

ず

る

者

生

に

準

ず

る

者

を

い

い

、

「

を

い

い

、

「

高

校

生

」

と

高

校

生

」

と

一
人
一
月

三
九
〇
円

は

高

等

学

校

一
人
一
月

三
八
〇
円

は

高

等

学

校

の

生

徒

及

び

の

生

徒

及

び

こ

れ

に

準

ず

こ

れ

に

準

ず

る

者

を

い

う

る

者

を

い

う

一
人
一
回

二
〇
〇
円

。

一
人
一
回

一
九
〇
円

。

個
人
使

高
校
生

個
人
使

高
校
生

用
す
る

用
す
る

場
合

一
人
一
月

七
八
〇
円

場
合

一
人
一
月

七
七
〇
円
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一
人
一
回

三
九
〇
円

一
人
一
回

三
八
〇
円

一
般

一
般

一
人
一
月

一
、
六
〇
〇
円

一
人
一
月

一
、
五
五
〇
円

多
目
的
広
場

半

面

一

時

多
目
的
広
場

半

面

一

時

間

二
六
〇
円

間

二
六
〇
円

グ
ラ
ウ

グ
ラ
ウ

ン
ド

全

面

一

時

ン
ド

全

面

一

時

間

五
二
〇
円

間

五
一
〇
円

バ

ッ

半

面

バ

ッ

半

面

テ

リ

一

時

一
、
五
〇
〇
円

テ

リ

一

時

一
、
四
五
〇
円

ー

間

間

ー

間

間

照

度

照

度

五

〇

全

面

五

〇

全

面

〇

ル

一

時

三
、
〇
〇
〇
円

〇

ル

一

時

二
、
九
五
〇
円

照
明

ク
ス

間

照
明

ク
ス

間

設
備

設
備

グ

ラ

グ

ラ

ウ

ン

ウ

ン

ド

内

一

時

二
、
七
五
〇
円

ド

内

一

時

二
、
七
〇
〇
円

均

一

間

均

一

間

照
度

照
度

高

尾

山

自

公

園

施

設

の

１

一

年

の

高

尾

山

自

公

園

施

設

の

１

一

年

の

然
公
園

設

置

に

係

る

（
略
）

単

位

で

示

し

然
公
園

設

置

に

係

る

（
略
）

単

位

で

示

し

使
用
料

た

も

の

に

つ

使
用
料

た

も

の

に

つ

い

て

、

占

用

い

て

、

占

用

公

園

の

占

用

の

期

間

が

一

公

園

の

占

用

の

期

間

が

一

に

係

る

使

用

（
略
）

年

未

満

で

あ

に

係

る

使

用

（
略
）

年

未

満

で

あ

料

る

と

き

、

又

料

る

と

き

、

又

は

そ

の

期

間

は

そ

の

期

間

に

一

年

未

満

に

一

年

未

満

の

端

数

が

あ

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

月

る

と

き

は

月

割

を

も

つ

て

割

を

も

つ

て

計

算

し

、

な

計

算

し

、

な

お

、

一

月

未

お

、

一

月

未

満

の

端

数

が

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

あ

る

と

き

は

一

月

と

し

て

一

月

と

し

て

計

算

し

、

一

計

算

し

、

一

月

の

単

位

で

月

の

単

位

で

- 13 -

示

し

た

も

の

示

し

た

も

の

に

つ

い

て

、

に

つ

い

て

、

占

用

の

期

間

占

用

の

期

間

が

一

月

未

満

が

一

月

未

満

で

あ

る

と

き

で

あ

る

と

き

、

又

は

そ

の

、

又

は

そ

の

期

間

に

一

月

期

間

に

一

月

未

満

の

端

数

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

が

あ

る

と

き

は

一

月

と

し

は

一

月

と

し

て

計

算

す

る

て

計

算

す

る

。

。

２

面

積

又

２

面

積

又

は

長

さ

の

単

は

長

さ

の

単

位

未

満

の

数

位

未

満

の

数

値

又

は

単

位

値

又

は

単

位

未

満

の

端

数

未

満

の

端

数

は

、

単

位

の

は

、

単

位

の

数

値

に

切

り

数

値

に

切

り

上
げ
る
。

上
げ
る
。

大

分

県

都

市

物

品
の
販

売

、
募
金

そ
の
他

こ
れ

ら
に

大

分

県

都

市

物
品

の
販
売

、
募

金
そ
の

他
こ
れ

ら
に

公

園

条

例

第

類
す
る
行
為

一
件
一
日

一
九
〇
円

公

園

条

例

第

類
す
る
行
為

一
件
一
日

一
八
〇
円

二

条

第

一

項

二

条

第

一

項

の

行

為

に

係

の

行

為

に

係

る
使
用
料

業

と

し

て

行

う

る
使
用
料

業

と

し

て

行

う

撮
影

写
真

一
日

一
九
〇
円

撮
影

写
真

一
日

一
八
〇
円

映
画

一
日

八
、
三
〇
〇
円

映
画

一
日

八
、
一
五
〇
円

ハ

ー

モ

ニ

公

園

施

設

の

１

一

年

の

ハ

ー

モ

ニ

公

園

施

設

の

１

一

年

の

ー
パ
ー
ク

設

置

に

係

る

（
略
）

単

位

で

示

し

ー
パ
ー
ク

設

置

に

係

る

（
略
）

単

位

で

示

し

使
用
料

た

も

の

に

つ

使
用
料

た

も

の

に

つ

い

て

、

占

用

い

て

、

占

用

公
園
施
設
の

の

期

間

が

一

公
園
施
設
の

の

期

間

が

一

管

理

に

係

る

（
略
）

年

未

満

で

あ

管

理

に

係

る

（
略
）

年

未

満

で

あ

使
用
料

る

と

き

、

又

使
用
料

る

と

き

、

又

に

一

年

未

満

に

一

年

未

満

公

園

の

占

用

の

端

数

が

あ

公

園

の

占

用

の

端

数

が

あ

に

係

る

使

用

（
略
）

る

と

き

は

月

に

係

る

使

用

（
略
）

る

と

き

は

月

料

割

を

も

つ

て

料

割

を

も

つ

て

計

算

し

、

な

計

算

し

、

な

お

、

一

月

未

お

、

一

月

未

満

の

端

数

が

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

あ

る

と

き

は

一

月

と

し

て

一

月

と

し

て
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計

算

し

、

一

計

算

し

、

一

月

の

単

位

で

月

の

単

位

で

示

し

た

も

の

示

し

た

も

の

に

つ

い

て

、

に

つ

い

て

、

占

用

の

期

間

占

用

の

期

間

が

一

月

未

満

が

一

月

未

満

で

あ

る

と

き

で

あ

る

と

き

、

又

は

そ

の

、

又

は

そ

の

期

間

に

一

月

期

間

に

一

月

未

満

の

端

数

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

が

あ

る

と

き

は

一

月

と

し

は

一

月

と

し

て

計

算

す

る

て

計

算

す

る

。

。

２

面

積

又

２

面

積

又

は

長

さ

の

単

は

長

さ

の

単

位

未

満

の

数

位

未

満

の

数

値

又

は

単

位

値

又

は

単

位

未

満

の

端

数

未

満

の

端

数

は

、

単

位

の

は

、

単

位

の

数

値

に

切

り

数

値

に

切

り

上
げ
る
。

上
げ
る
。

３

「

普

通

３

「

普

通

自

動

車

」

と

自

動

車

」

と

は

道

路

交

通

は

道

路

交

通

法

施

行

規

則

法

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

（

昭

和

三

十

五

年

総

理

府

五

年

総

理

府

令

第

六

十

号

令

第

六

十

号

）

第

二

条

の

）

第

二

条

の

表

に

定

め

る

表

に

定

め

る

普

通

自

動

車

普

通

自

動

車

を

、

「

小

型

を

、

「

小

型

特

殊

自

動

車

特

殊

自

動

車

」

と

は

同

表

」

と

は

同

表

に

定

め

る

小

に

定

め

る

小

型

特

殊

自

動

型

特

殊

自

動

車
を
い
う
。

車
を
い
う
。

大

分

県

都

市

大

分

県

都

市

公

園

条

例

第

物
品
の

販
売

、
募
金

そ
の
他

こ

れ
ら
に

一
件
一
日

一
九
〇
円

公

園

条

例

第

物
品

の

販
売

、

募
金
そ

の
他
こ

れ
ら

に

一
件
一
日

一
八
〇
円

二

条

第

一

項

類
す
る
行
為

二

条

第

一

項

類
す
る
行
為

の

行

為

に

係

の

行

為

に

係

る
使
用
料

る
使
用
料

写
真

一
日

一
九
〇
円

写
真

一
日

一
八
〇
円

業

と

し

て

行

う

業

と

し

て

行

う

撮
影

撮
影

映
画

一
日

八
、
三
〇
〇
円

映
画

一
日

八
、
一
五
〇
円
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有
料
公
園
施

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

駐
車
場

普
通
自
動
車

一
回

三
一
〇
円

設
の
利
用
に

駐
車
場

普
通
自
動
車

一
回

三
一
〇
円

係
る
使
用
料

小
型
特
殊
自
動
車

係
る
使
用
料

小
型
特
殊
自
動
車

大

分

ス

ポ

公

園

施

設

の

一

年

一

平

１

一

年

の

大

分

ス

ポ

公

園

施

設

の

一

年

一

平

１

一

年

の

ー

ツ

公

園

設

置

に

係

る

方

メ

ー

ト

五
〇
〇
円

単

位

で

示

し

ー

ツ

公

園

設

置

に

係

る

方

メ

ー

ト

五
〇
〇
円

単

位

で

示

し

使
用
料

ル

た

も

の

に

つ

使
用
料

ル

た

も

の

に

つ

い

て

、

占

用

い

て

、

占

用

公

園

施

設

の

一

年

一

平

の

期

間

が

一

公

園

施

設

の

一

年

一

平

の

期

間

が

一

管

理

に

係

る

方

メ

ー

ト

一
九
、
四
〇
〇
円

年

未

満

で

あ

管

理

に

係

る

方

メ

ー

ト

一
九
、
〇
〇
〇
円

年

未

満

で

あ

使
用
料

ル

る

と

き

、

又

使
用
料

ル

る

と

き

、

又

は

そ

の

期

間

は

そ

の

期

間

公

園

の

占

用

に

一

年

未

満

公

園

の

占

用

に

一

年

未

満

に

係

る

使

用

（
略
）

の

端

数

が

あ

に

係

る

使

用

（
略
）

の

端

数

が

あ

料

る

と

き

は

月

料

る

と

き

は

月

割

を

も

つ

て

割

を

も

つ

て

計

算

し

、

な

計

算

し

、

な

お

、

一

月

未

お

、

一

月

未

満

の

端

数

が

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

あ

る

と

き

は

一

月

と

し

て

一

月

と

し

て

計

算

し

、

一

計

算

し

、

一

月

単

位

で

示

月

単

位

で

示

し

た

も

の

に

し

た

も

の

に

つ

い

て

、

占

つ

い

て

、

占

用

の

期

間

が

用

の

期

間

が

一

月

未

満

で

一

月

未

満

で

あ

る

と

き

、

あ

る

と

き

、

又

は

そ

の

期

又

は

そ

の

期

間

に

一

月

未

間

に

一

月

未

満

の

端

数

が

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

あ

る

と

き

は

一

月

と

し

て

一

月

と

し

て

計
算
す
る
。

計
算
す
る
。

２

面

積

又

２

面

積

又

は

長

さ

の

単

は

長

さ

の

単

位

未

満

の

数

位

未

満

の

数

値

又

は

単

位

値

又

は

単

位

未

満

の

端

数

未

満

の

端

数

は

、

単

位

の

は

、

単

位

の

数

値

に

切

り

数

値

に

切

り

上
げ
る
。

上
げ
る
。

- 16 -



大

分

県

都

市

物

品
の
販

売

、
募
金

そ
の
他

こ
れ

ら
に

大

分

県

都

市

物
品

の
販
売

、
募

金
そ
の

他
こ
れ

ら
に

公

園

条

例

第

類
す
る
行
為

一
件
一
日

一
九
〇
円

公

園

条

例

第

類
す
る
行
為

一
件
一
日

一
八
〇
円

二

条

第

一

項

二

条

第

一

項

の

行

為

に

係

の

行

為

に

係

る
使
用
料

る
使
用
料

写
真

一
日

一
九
〇
円

写
真

一
日

一
八
〇
円

業

と

し

て

行

う

業

と

し

て

行

う

撮
影

撮
影

映
画

一
日

八
、
三
〇
〇
円

映
画

一
日

八
、
一
五
〇
円

興

行
、
競

技
会

、
展
示

会
、

博
覧

会
そ

一

日

一

平

興
行

、
競
技

会
、

展
示
会

、
博
覧

会
そ

一

日

一

平

の
他

こ
れ
ら

に

類
す
る

催
し
の

た
め
に

方

メ

ー

ト

五
円

の
他
こ

れ
ら
に

類

す
る
催

し
の
た
め

に

方

メ

ー

ト

五
円

駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合

ル

駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合

ル

大

型

映
像

装
置

に
よ

大

型
映

像

装

置
に

よ

る
も
の

一
件
一
日

五
九
、
九
〇
〇
円

る
も
の

一
件
一
日

五
八
、
八
〇
〇
円

広
告
物
の
表
示

電
光

掲
示

装

置
に

よ

一
件
一
日

一

四
、
八
〇
〇
円

広
告
物
の
表
示

電

光

掲

示
装

置

に

よ

一
件
一
日

一
四
、
五
〇
〇
円

る
も
の

る
も
の

一

日

一

平

一

日

一

平

そ
の
他
の
も
の

方

メ

ー

ト

二
、
四
〇
〇
円

そ
の
他
の
も
の

方

メ

ー

ト

二
、
三
五
〇
円

ル

ル

有
料
公
園
施

総
合
競

１

入

場

料

有
料
公
園
施

総
合
競

１

入

場

料

設
の
利
用
に

技
場

等

（

入

場

料

設
の
利
用
に

技
場

等

（

入

場

料

係
る
使
用
料

、

会

費

そ

の

係
る
使
用
料

、

会

費

そ

の

他

名

称

の

い

他

名

称

の

い

か

ん

を

問

わ

か

ん

を

問

わ

ず

入

場

者

か

ず

入

場

者

か

ら

徴

収

す

る

ら

徴

収

す

る

入

場

の

対

価

入

場

の

対

価

を

い

う

。

）

を

い

う

。

）

を

徴

収

し

て

を

徴

収

し

て

利

用

す

る

場

利

用

す

る

場

合

の

使

用

料

合

の

使

用

料

観

覧

席

を

全

の

額

は

、

一

観

覧

席

を

全

の

額

は

、

一

部

使

用

す

る

一
時
間

三
〇
、
二
〇
〇
円

人

当

た

り

の

部

使

用

す

る

一
時
間

二
九
、
六
〇
〇
円

人

当

た

り

の

場
合

入

場

料

等

の

場
合

入

場

料

等

の
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額

（

二

種

類

額

（

二

種

類

以

上

あ

る

場

以

上

あ

る

場

合

は

、

そ

の

合

は

、

そ

の

最

高

額

）

に

最

高

額

）

に

、

三

百

（

ア

、

三

百

（

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

ツ

に

使

ポ

ー

ツ

に

使

用

す

る

場

合

用

す

る

場

合

フ

ィ

に

あ

つ

て

は

フ

ィ

に

あ

つ

て

は

ー

ル

百

）

を

乗

じ

ー

ル

百

）

を

乗

じ

ド

て

得

た

額

を

ド

て

得

た

額

を

上

記

使

用

料

上

記

使

用

料

専
用

の

額

に

加

算

専
用

の

額

に

加

算

使
用

し

た

額

と

す

使
用

し

た

額

と

す

す
る

る
。

す
る

る
。

場
合

２

高

等

学

場
合

２

高

等

学

校

の

生

徒

、

校

の

生

徒

、

中

学

校

の

生

中

学

校

の

生

徒

、

小

学

校

徒

、

小

学

校

の

児

童

及

び

の

児

童

及

び

こ

れ

ら

に

準

こ

れ

ら

に

準

ず

る

者

並

び

ず

る

者

並

び

に

幼

児

（

四

に

幼

児

（

四

歳

か

ら

小

学

歳

か

ら

小

学

校

就

学

の

始

校

就

学

の

始

期

に

達

す

る

期

に

達

す

る

観

覧

席

を

使

ま

で

の

者

を

観

覧

席

を

使

ま

で

の

者

を

用

し

な

い

場

い

う

。

）

が

用

し

な

い

場

い

う

。

）

が

合

又

は

メ

イ

一
時
間

一
五
、
一
〇
〇
円

専

ら

利

用

す

合

又

は

メ

イ

一
時
間

一
四
、
八
〇
〇
円

専

ら

利

用

す

ン

ス

タ

ン

ド

る

場

合

の

使

ン

ス

タ

ン

ド

る

場

合

の

使

の

み

を

使

用

用

料

の

額

は

の

み

を

使

用

用

料

の

額

は

す
る
場
合

、

上

記

使

用

す
る
場
合

、

上

記

使

用

料

の

額

又

は

料

の

額

又

は

前

項

の

規

定

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

に

よ

り

算

出

し

た

額

に

そ

し

た

額

に

そ

れ

ぞ

れ

百

分

れ

ぞ

れ

百

分

の

五

十

を

乗

の

五

十

を

乗

じ

て

得

た

額

じ

て

得

た

額

と
す
る
。

と
す
る
。

高

高

等

学

等

学

校

の

校

の

生

徒

生

徒

、

中

、

中

学

校

学

校

の

生

の

生

徒

、

徒

、
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小

学

小

学

一
人
一
回

一
〇
〇
円

校

の

一
人
一
回

一
〇
〇
円

校

の

児

童

児

童

及

び

及

び

こ

れ

こ

れ

ら

に

ら

に

準

ず

準

ず

る

者

る

者

が

利

が

利

個
人
使
用
す
る
場
合

用

す

個
人
使
用
す
る
場
合

用

す

回
数

る

場

回
数

る

場

券
で

合

の

券
で

合

の

利
用

使

用

利
用

使

用

す
る

料

の

す
る

料

の

場
合

額

は

場
合

額

は

に
限

、

上

に
限

、

上

る
。

記

使

る
。

記

使

用

料

用

料

の

額

の

額

一

人

十

一

一
、
〇
五
〇
円

に

百

一

人

十

一

一
、
〇
〇
〇
円

に

百

回

分

の

回

分

の

五

十

五

十

を

乗

を

乗

じ

て

じ

て

得

た

得

た

額

と

額

と

す

る

す

る

。

。

二

、

〇

〇

（
新
設
）

〇

ル

ク

ス

二
一
、
九
〇
〇
円

一
時
間

一

、

五

〇

一

、

五

〇

〇

ル

ク

ス

二
一
、
二
〇
〇
円

〇

ル

ク

ス

二
〇
、
八
〇
〇
円

一
時
間

一
時
間

七

五

〇

ル

七

五

〇

ル

ク

ス

一

時

一
〇
、
七
〇
〇
円

ク

ス

一

時

一
〇
、
五
〇
〇
円

間

間

五

〇

〇

ル

五

〇

〇

ル

ク

ス

一

時

八
、
三
〇
〇
円

ク

ス

一

時

八
、
一
五
〇
円

間

間

照
明
設
備

三

五

〇

ル

三

五

〇

ル

ク

ス

一

時

六
、
四
〇
〇
円

ク

ス

一

時

六
、
二
五
〇
円

間

間

照
明
設
備
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二

〇

〇

ル

二

〇

〇

ル

ク

ス

一

時

五
、
五
〇
〇
円

ク

ス

一

時

五
、
四
〇
〇
円

間

間

一

五

〇

ル

一

五

〇

ル

ク

ス

一

時

四
、
〇
五
〇
円

ク

ス

一

時

三
、
九
五
〇
円

間

間

放
送
設
備

一
時
間

一
、
一
五
〇
円

放
送
設
備

一
時
間

一
、
一
五
〇
円

附
属

附
属

設
備

設
備

大
型
映
像
装
置

一
時
間

一
三
、
六
〇
〇
円

大
型
映
像
装
置

一
時
間

一
三
、
四
〇
〇
円

電
光
掲
示
装
置

一
時
間

一
、
四
〇
〇
円

電
光
掲
示
装
置

一
時
間

一
、
四
〇
〇
円

可
動
屋
根

開
閉
一
回

二
八
、
一
〇
〇
円

可
動
屋
根

開
閉
一
回

二
七
、
六
〇
〇
円

ウ
ォ
ー
ル
カ
ー
テ
ン

一

式

一

時

四
二
〇
円

ウ
ォ
ー
ル
カ
ー
テ
ン

一

式

一

時

四
一
〇
円

間

間

芝
保
護
板

一

式

一

時

二
六
〇
円

芝
保
護
板

一

式

一

時

二
六
〇
円

間

間

一

キ

ロ

ワ

一

キ

ロ

ワ

電
源
装
置

ッ

ト

一

時

二
〇
円

電
源
装
置

ッ

ト

一

時

二
〇
円

間

間

ド
ー
ピ
ン
グ
テ
ス
ト
室

一
時
間

四
七
〇
円

ド
ー
ピ
ン
グ
テ
ス
ト
室

一
時
間

四
六
〇
円

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
室

一
時
間

一
、
一
〇
〇
円

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
室

一
時
間

一
、
一
〇
〇
円

選
手
更
衣
室

一
室
一
日

三
、
七
五
〇
円

選
手
更
衣
室

一
室
一
日

三
、
七
〇
〇
円

マ
ッ
サ
ー
ジ
室

一

室

一

時

二
一
〇
円

マ
ッ
サ
ー
ジ
室

一

室

一

時

二
〇
〇
円
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間

間

指
導
員
室

一

室

一

時

二
一
〇
円

指
導
員
室

一

室

一

時

二
〇
〇
円

間

間

写
真
判
定
室

一
室
一
日

一
五
、
七
〇
〇
円

写
真
判
定
室

一
室
一
日

一
五
、
四
〇
〇
円

大

一
日

九
、
五
五
〇
円

大

一
日

九
、
三
五
〇
円

一

般

一

般

更

衣

中

一
日

六
、
七
〇
〇
円

更

衣

中

一
日

六
、
六
〇
〇
円

室

室

小

一
日

二
、
八
〇
〇
円

小

一
日

二
、
七
五
〇
円

個
人
使
用
す
る
場
合

一
人
一
回

一
〇
〇
円

個
人
使
用
す
る
場
合

一
人
一
回

一
〇
〇
円

ト

レ

高

等

学

校

ト

レ

高

等

学

校

ー

ニ

の

生

徒

、

中

ー

ニ

の

生

徒

、

中

ン

グ

学

校

の

生

徒

ン

グ

学

校

の

生

徒

室

、

小

学

校

の

室

、

小

学

校

の

児

童

及

び

こ

児

童

及

び

こ

れ

ら

に

準

ず

れ

ら

に

準

ず

る

者

が

専

ら

る

者

が

専

ら

専
用
使
用
す
る
場
合

一

室

一

時

一
、
四
五
〇
円

利

用

す

る

場

専
用
使
用
す
る
場
合

一

室

一

時

一
、
四
五
〇
円

利

用

す

る

場

間

合

の

使

用

料

間

合

の

使

用

料

の

額

は

、

上

の

額

は

、

上

記

使

用

料

の

記

使

用

料

の

額

に

百

分

の

額

に

百

分

の

五

十

を

乗

じ

五

十

を

乗

じ

て

得

た

額

と

て

得

た

額

と

す
る
。

す
る
。

高

高

等

学

等

学

校

の

校

の

生

徒

生

徒

、

中

、

中

学

校

学

校

の

生

の

生

徒

、

徒

、
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一
人
一
回

三
一
〇
円

小

学

一
人
一
回

三
一
〇
円

小

学

校

の

校

の

児

童

児

童

及

び

及

び

こ

れ

こ

れ

ら

に

ら

に

準

ず

準

ず

る

者

る

者

が

利

が

利

用

す

用

す

個
人
使
用
す
る
場
合

る

場

個
人
使
用
す
る
場
合

る

場

合

の

合

の

使

用

使

用

回

数

料

の

回

数

料

の

券

で

額

は

券

で

額

は

利

用

、

上

利

用

、

上

一

人

十

一

三
、
一
五
〇
円

す

る

記

使

一

人

十

一

三
、
一
〇
〇
円

す

る

記

使

回

場

合

用

料

回

場

合

用

料

に

限

の

額

に

限

の

額

る
。

に

百

る
。

に

百

分

の

分

の

五

十

五

十

を

乗

を

乗

じ

て

じ

て

得

た

得

た

額

と

額

と

す

る

す

る

。

。

競
技
本
部
室

一
時
間

五
八
〇
円

競
技
本
部
室

一
時
間

五
六
〇
円

大

一
時
間

一
、
〇
五
〇
円

大

一
時
間

一
、
〇
〇
〇
円

競

技

競

技

運

営

中

一

室

一

時

七
八
〇
円

運

営

中

一

室

一

時

七
七
〇
円

室

間

室

間

小

一

室

一

時

六
三
〇
円

小

一

室

一

時

六
二
〇
円

間

間

特
別
室

一
時
間

二
三
、
五
〇
〇
円

特
別
室

一
時
間

二
三
、
〇
〇
〇
円

- 22 -



特

別

大

一
時
間

二
、
一
〇
〇
円

特

別

大

一
時
間

二
、
〇
五
〇
円

観

覧

観

覧

室

室

小

一

室

一

時

一
、
三
五
〇
円

小

一

室

一

時

一
、
三
五
〇
円

間

間

特
別

一
時
間

二
、
一
〇
〇
円

特
別

一
時
間

二
、
〇
五
〇
円

会

議

大

一

室

一

時

一
、
二
五
〇
円

会

議

大

一

室

一

時

一
、
二
五
〇
円

室

間

室

間

中

一

室

一

時

八
四
〇
円

中

一

室

一

時

八
二
〇
円

間

間

小

一
時
間

四
二
〇
円

小

一
時
間

四
一
〇
円

チ
ケ
ッ
ト
売
場

一

室

一

時

一
六
〇
円

チ
ケ
ッ
ト
売
場

一

室

一

時

一
五
〇
円

間

間

専
用
使
用
す
る
場
合

一
式
一
日

二
〇
、
九
〇
〇
円

専
用
使
用
す
る
場
合

一
式
一
日

二
〇
、
六
〇
〇
円

ス

タ

ー

テ

ィ

ス

タ

ー

テ

ィ

ン

グ

ブ

ロ

ッ

一
台
一
日

六
〇
円

ン

グ

ブ

ロ

ッ

一
台
一
日

六
〇
円

ク

ク

ハ
ー
ド
ル

一
組
一
日

一
〇
〇
円

ハ
ー
ド
ル

一
組
一
日

一
〇
〇
円

陸
上

陸
上

競
技

個

人

競
技

個

人

用
具

使

用

三

、

〇

〇

〇

用
具

使

用

三

、

〇

〇

〇

す

る

メ

ー

ト

ル

障

一
組
一
日

一
〇
〇
円

す

る

メ

ー

ト

ル

障

一
組
一
日

一
〇
〇
円

場
合

害

物

移

動

障

場
合

害

物

移

動

障

害
物

害
物

走

り

高

跳

び

一
組
一
日

二
一
〇
円

走

り

高

跳

び

一
組
一
日

二
〇
〇
円

用
具

用
具
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棒

高

跳

び

用

一
組
一
日

二
一
〇
円

棒

高

跳

び

用

一
組
一
日

二
〇
〇
円

具

具

サ
ッ
カ

高

等

学

校

サ
ッ
カ

高

等

学

校

ー
・
ラ

の

生

徒

、

中

ー
・
ラ

の

生

徒

、

中

グ
ビ
ー

学

校

の

生

徒

グ
ビ
ー

学

校

の

生

徒

場

、

小

学

校

の

場

、

小

学

校

の

ア

マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

一

面

一

時

三
、
一
五
〇
円

児

童

及

び

こ

ア

マ
チ

ュ

ア

ス
ポ

ー

一

面

一

時

三
、
一
〇
〇
円

児

童

及

び

こ

ツ
に
使
用
す
る
場
合

間

れ

ら

に

準

ず

ツ
に
使
用
す
る
場
合

間

れ

ら

に

準

ず

る

者

並

び

に

る

者

並

び

に

幼

児

（

四

歳

幼

児

（

四

歳

か

ら

小

学

校

か

ら

小

学

校

フ
ィ

就

学

の

始

期

フ
ィ

就

学

の

始

期

ー
ル

に

達

す

る

ま

ー
ル

に

達

す

る

ま

ド

で

の

者

を

い

ド

で

の

者

を

い

う

。

）

が

専

う

。

）

が

専

ら

利

用

す

る

ら

利

用

す

る

そ

の

他
に

使
用

す
る

一

面

一

時

九
、
四
〇
〇
円

場

合

の

使

用

そ

の
他

に

使

用
す

る

一

面

一

時

九
、
二
五
〇
円

場

合

の

使

用

場
合

間

料

の

額

は

、

場
合

間

料

の

額

は

、

上

記

使

用

料

上

記

使

用

料

の

額

に

百

分

の

額

に

百

分

の

五

十

を

乗

の

五

十

を

乗

じ

て

得

た

額

じ

て

得

た

額

と
す
る
。

と
す
る
。

照
明

照
明

設
備

全
部
点
灯

一
時
間

四
、
〇
五
〇
円

設
備

全
部
点
灯

一
時
間

三
、
九
五
〇
円

二
分
の
一
点
灯

一
時
間

二
、
二
〇
〇
円

二
分
の
一
点
灯

一
時
間

二
、
一
五
〇
円

三
分
の
一
点
灯

一
時
間

一
、
六
〇
〇
円

三
分
の
一
点
灯

一
時
間

一
、
六
〇
〇
円

第
一

第
一

管
理

更
衣
室

一
室
一
日

二
、
二
五
〇
円

管
理

更
衣
室

一
室
一
日

二
、
二
〇
〇
円

棟

棟

運
営
室

一

室

一

時

二
一
〇
円

運
営
室

一

室

一

時

二
〇
〇
円

間

間

第
二

第
二

管
理

更
衣
室

一
日

二
六
〇
円

管
理

更
衣
室

一
日

二
六
〇
円

棟

棟
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浴

室
及

び

シ

ャ

ワ
ー

一
日

三
、
八
五
〇
円

浴

室

及
び

シ
ャ

ワ

ー

一
日

三
、
八
〇
〇
円

室

室

マ
ッ
サ
ー
ジ
室

一
時
間

六
〇
円

マ
ッ
サ
ー
ジ
室

一
時
間

六
〇
円

会
議
室

一
時
間

一
〇
〇
円

会
議
室

一
時
間

一
〇
〇
円

野
球

野
球

場

高

等

学

校

の

場

高

等

学

校

の

ア

マ

チ

ュ

ア
ス

ポ
ー

一
時
間

生

徒

、

中

学

ア

マ
チ

ュ

ア

ス
ポ

ー

一
時
間

生

徒

、

中

学

ツ
に
使
用
す
る
場
合

二
、
七
〇
〇
円

校

の

生

徒

、

ツ
に
使
用
す
る
場
合

二
、
六
五
〇
円

校

の

生

徒

、

小

学

校

の

児

小

学

校

の

児

童

及

び

こ

れ

童

及

び

こ

れ

ら

に

準

ず

る

ら

に

準

ず

る

者

並

び

に

幼

者

並

び

に

幼

グ
ラ

児

（

四

歳

か

グ
ラ

児

（

四

歳

か

ウ
ン

ら

小

学

校

就

ウ
ン

ら

小

学

校

就

ド

学

の

始

期

に

ド

学

の

始

期

に

達

す

る

ま

で

達

す

る

ま

で

の

者

を

い

う

の

者

を

い

う

。

）

が

専

ら

。

）

が

専

ら

利

用

す

る

場

利

用

す

る

場

そ

の

他
に

使
用

す
る

一
時
間

一
三
、
六
〇
〇
円

合

の

使

用

料

そ

の
他

に

使

用
す

る

一
時
間

一
三
、
四
〇
〇
円

合

の

使

用

料

場
合

の

額

は

、

上

場
合

の

額

は

、

上

記

使

用

料

の

記

使

用

料

の

額

に

百

分

の

額

に

百

分

の

五

十

を

乗

じ

五

十

を

乗

じ

て

得

た

額

と

て

得

た

額

と

す
る
。

す
る
。

七

五

〇

ル

七

五

〇

ル

ク

ス

一

時

三
、
八
五
〇
円

ク

ス

一

時

三
、
八
〇
〇
円

間

間

照

明

設

内

野

照

五

〇

〇

ル

照

明

設

内

野

照

五

〇

〇

ル

備

度

ク

ス

一

時

二
、
六
〇
〇
円

備

度

ク

ス

一

時

二
、
五
五
〇
円

間

間

三

〇

〇

ル

三

〇

〇

ル

ク

ス

一

時

一
、
九
〇
〇
円

ク

ス

一

時

一
、
八
五
〇
円

間

間

附
属

附
属

設
備

設
備

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
設
備

一
試
合

一
、
四
五
〇
円

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
設
備

一
試
合

一
、
四
五
〇
円
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放
送
設
備

一
試
合

六
三
〇
円

放
送
設
備

一
試
合

六
二
〇
円

シ
ャ
ワ
ー
設
備

一
人
一
回

一
〇
〇
円

シ
ャ
ワ
ー
設
備

一
人
一
回

一
〇
〇
円

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室

一
時
間

三
一
〇
円

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室

一
時
間

三
一
〇
円

本
部
・
役
員
室

一
時
間

五
二
〇
円

本
部
・
役
員
室

一
時
間

五
一
〇
円

高

等

学

校

の

高

等

学

校

の

投

て

き

生

徒

、

中

学

投

て

き

生

徒

、

中

学

場

校

の

生

徒

、

場

校

の

生

徒

、

小

学

校

の

児

小

学

校

の

児

童

及

び

こ

れ

童

及

び

こ

れ

ら

に

準

ず

る

ら

に

準

ず

る

者

並

び

に

幼

者

並

び

に

幼

児

（

四

歳

か

児

（

四

歳

か

ら

小

学

校

就

ら

小

学

校

就

学

の

始

期

に

学

の

始

期

に

達

す

る

ま

で

達

す

る

ま

で

フ
ィ
ー
ル
ド

一
時
間

四
二
〇
円

の

者

を

い

う

フ
ィ
ー
ル
ド

一
時
間

四
一
〇
円

の

者

を

い

う

。

）

が

専

ら

。

）

が

専

ら

利

用

す

る

場

利

用

す

る

場

合

の

使

用

料

合

の

使

用

料

の

額

は

、

上

の

額

は

、

上

記

使

用

料

の

記

使

用

料

の

額

に

百

分

の

額

に

百

分

の

五

十

を

乗

じ

五

十

を

乗

じ

て

得

た

額

と

て

得

た

額

と

す
る
。

す
る
。

ハ
ン
マ
ー

一
個
一
日

一
〇
〇
円

ハ
ン
マ
ー

一
個
一
日

一
〇
〇
円

や
り

一
本
一
日

一
〇
〇
円

や
り

一
本
一
日

一
〇
〇
円

陸
上

陸
上

競
技

競
技

用
具

用
具

円
盤

一
個
一
日

一
〇
〇
円

円
盤

一
個
一
日

一
〇
〇
円
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砲
丸

一
個
一
日

一
〇
〇
円

砲
丸

一
個
一
日

一
〇
〇
円

サ
ブ
競

高

等

学

校

の

サ
ブ
競

高

等

学

校

の

技
場

生

徒

、

中

学

技
場

生

徒

、

中

学

校

の

生

徒

、

校

の

生

徒

、

専
用
使
用
す
る
場
合

一
時
間

三
、
一
五
〇
円

小

学

校

の

児

専
用
使
用
す
る
場
合

一
時
間

三
、
一
〇
〇
円

小

学

校

の

児

童

及

び

こ

れ

童

及

び

こ

れ

ら

に

準

ず

る

ら

に

準

ず

る

者

並

び

に

幼

者

並

び

に

幼

フ
ィ

児

（

四

歳

か

フ
ィ

児

（

四

歳

か

ー
ル

ら

小

学

校

就

ー
ル

ら

小

学

校

就

ド

学

の

始

期

に

ド

学

の

始

期

に

達

す

る

ま

で

達

す

る

ま

で

の

者

を

い

う

の

者

を

い

う

。

）

が

専

ら

。

）

が

専

ら

利

用

す

る

場

利

用

す

る

場

個
人
使
用
す
る
場
合

一
人
一
回

一
〇
〇
円

合

の

使

用

料

個
人
使
用
す
る
場
合

一
人
一
回

一
〇
〇
円

合

の

使

用

料

の

額

は

、

上

の

額

は

、

上

記

使

用

料

の

記

使

用

料

の

額

に

百

分

の

額

に

百

分

の

五

十

を

乗

じ

五

十

を

乗

じ

て

得

た

額

と

て

得

た

額

と

す
る
。

す
る
。

専
用
使
用
す
る
場
合

一
式
一
日

二
〇
、
九
〇
〇
円

専
用
使
用
す
る
場
合

一
式
一
日

二
〇
、
六
〇
〇
円

ス

タ

ー

テ

ス

タ

ー

テ

ィ

ン

グ

ブ

一
台
一
日

六
〇
円

ィ

ン

グ

ブ

一
台
一
日

六
〇
円

ロ
ッ
ク

ロ
ッ
ク

陸
上

個
人

ハ
ー
ド
ル

一
組
一
日

一
〇
〇
円

陸
上

個
人

ハ
ー
ド
ル

一
組
一
日

一
〇
〇
円

競
技

使
用

競
技

使
用

用
具

す
る

用
具

す
る

場
合

場
合

走

り

高

跳

一
組
一
日

二
一
〇
円

走

り

高

跳

一
組
一
日

二
〇
〇
円

び
用
具

び
用
具

棒

高

跳

び

一
組
一
日

二
一
〇
円

棒

高

跳

び

一
組
一
日

二
〇
〇
円

用
具

用
具

テ
ニ
ス

高

等

学

校

テ
ニ
ス

高

等

学

校

コ
ー
ト

の

生

徒

、

中

コ
ー
ト

の

生

徒

、

中
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学

校

の

生

徒

学

校

の

生

徒

、

小

学

校

の

、

小

学

校

の

児

童

及

び

こ

児

童

及

び

こ

れ

ら

に

準

ず

れ

ら

に

準

ず

る

者

並

び

に

る

者

並

び

に

幼

児

（

四

歳

幼

児

（

四

歳

か

ら

小

学

校

か

ら

小

学

校

就

学

の

始

期

就

学

の

始

期

一
面

一
時
間

四
二
〇
円

に

達

す

る

ま

一
面

一
時
間

四
一
〇
円

に

達

す

る

ま

で

の

者

を

い

で

の

者

を

い

う

。

）

が

専

う

。

）

が

専

ら

利

用

す

る

ら

利

用

す

る

場

合

の

使

用

場

合

の

使

用

料

の

額

は

、

料

の

額

は

、

上

記

使

用

料

上

記

使

用

料

の

額

に

百

分

の

額

に

百

分

の

五

十

を

乗

の

五

十

を

乗

じ

て

得

た

額

じ

て

得

た

額

と
す
る
。

と
す
る
。

五

〇

〇

ル

五

〇

〇

ル

ク

ス

一

面

六
三
〇
円

ク

ス

一

面

六
二
〇
円

一
時
間

一
時
間

照
明
設
備

照
明
設
備

二

五

〇

ル

二

五

〇

ル

ク

ス

一

面

三
一
〇
円

ク

ス

一

面

三
一
〇
円

一
時
間

一
時
間

全

部
を

使

用
す

る

場

一
時
間

四
二
〇
円

全

部

を
使

用

す

る

場

一
時
間

四
一
〇
円

合

合

運

営

運

営

棟

棟

二

分

の
一

を
使

用
す

一
時
間

二
一
〇
円

二

分
の

一

を

使
用

す

一
時
間

二
〇
〇
円

る
場
合

る
場
合

交
流
室

一
時
間

二
一
〇
円

交
流
室

一
時
間

二
〇
〇
円

管

理

管

理

棟

棟

シ
ャ
ワ
ー
設
備

一
人
一
回

一
〇
〇
円

シ
ャ
ワ
ー
設
備

一
人
一
回

一
〇
〇
円

多

目

的

高

等

学

校

多

目

的

高

等

学

校

運

動

広

の

生

徒

、

中

運

動

広

の

生

徒

、

中

場

学

校

の

生

徒

場

学

校

の

生

徒

、

小

学

校

の

、

小

学

校

の

全
面

一
時
間

一
、
二
五
〇
円

児

童

及

び

こ

全
面

一
時
間

一
、
二
五
〇
円

児

童

及

び

こ

れ

ら

に

準

ず

れ

ら

に

準

ず
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る

者

並

び

に

る

者

並

び

に

幼

児

（

四

歳

幼

児

（

四

歳

か

ら

小

学

校

か

ら

小

学

校

就

学

の

始

期

就

学

の

始

期

に

達

す

る

ま

に

達

す

る

ま

で

の

者

を

い

で

の

者

を

い

う

。

）

が

専

う

。

）

が

専

ら

利

用

す

る

ら

利

用

す

る

場

合

の

使

用

場

合

の

使

用

料

の

額

は

、

料

の

額

は

、

上

記

使

用

料

上

記

使

用

料

半
面

一
時
間

六
三
〇
円

の

額

に

百

分

半
面

一
時
間

六
二
〇
円

の

額

に

百

分

の

五

十

を

乗

の

五

十

を

乗

じ

て

得

た

額

じ

て

得

た

額

と
す
る
。

と
す
る
。

大

芝

生

大

芝

生

広

場

ス

照
明
設
備

一
時
間

六
〇
円

広

場

ス

照
明
設
備

一
時
間

六
〇
円

テ

ー

ジ

テ

ー

ジ

の

附

属

の

附

属

設
備

設
備

電
源
装
置

一
時
間

一
六
〇
円

電
源
装
置

一
時
間

一
五
〇
円
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改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係

）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係

）

施

設

の

名

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

施

設

の

名

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

（
略
」
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大

分

県

大

駐

車

場

使

用

大

分

県

大

駐

車

場

使

用

手

町

駐

車

料

一
二
時
間
を
超
え
二
四
時
間
以
内
の
と
き

一
台

二
、
一
○
〇
円

（
略
）

手

町

駐

車

料

一
二
時
間
を
超
え
二
四
時
間
以
内
の
と
き

一
台

二
、
〇
五
〇
円

（
略
）

場

場

二
四
時
間
を
超
え
る
と
き

一
台

二

、

一
〇

〇
円

に
、

二
四
時
間
を
超
え
る
と
き

一
台

二

、

〇

五

〇

円

に

、

二

四
時

間

を

超
え

る

二

四

時

間

を

超

え

る

三

〇

分

ご

と
に

一

〇

三

〇

分

ご

と

に

一

〇

〇
円
を
加
算
し
た
額

〇
円
を
加
算
し
た
額

一
月

一
台

一
五
、
七
〇
〇
円

（
略
）

一
月

一
台

一
五
、
四
〇
〇
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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改
正
案

現
行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

公

の

施

設

使

用

料

区

分

単

位

金

額

備

考

公

の

施

設

使

用

料

区

分

単

位

金

額

備

考

の
名
称

の
名
称

の
名
称

の
名
称

八
時
間

九
〇
、
〇
〇
〇
円

（
略
）

八
時
間

八
九
、
〇
〇
〇
円

（
略
）

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

合

合

十

二

時

一
三
四
、
〇
〇
〇
円

十

二

時

一
三
二
、
〇
〇
〇
円

間

間

全
館

全
館

八
時
間

一
七
七
、
〇
〇
〇
円

八
時
間

一
七
四
、
〇
〇
〇
円

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

十

二

時

二
六
三
、
〇
〇
〇
円

十

二

時

二
五
九
、
〇
〇
〇
円

間

間
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ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

一
時
間

三
、
七
〇
〇
円

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

一
時
間

三
、
六
五
〇
円

合

合

多

目

的

競

技

多

目

的

競

技

場

場

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

一
時
間

一
一
、
一
〇
〇
円

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

一
時
間

一
〇
、
九
〇
〇
円

セ

ン

タ

セ

ン

タ

ー

専

用

ー

専

用

使
用
料

使
用
料

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

一
時
間

八
九
〇
円

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

一
時
間

八
七
〇
円

合

合

道

場

道

場

一

一

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

一
時
間

二
、
六
五
〇
円

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

一
時
間

二
、
六
〇
〇
円

武

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

一
時
間

八
九
〇
円

武

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

一
時
間

八
七
〇
円
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道

合

道

合

場

道

場

場

道

場

二

二

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

一
時
間

二
、
六
五
〇
円

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

一
時
間

二
、
六
〇
〇
円

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

一
時
間

八
九
〇
円

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

一
時
間

八
七
〇
円

合

合

道

場

道

場

三

三

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

一
時
間

二
、
六
五
〇
円

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

一
時
間

二
、
六
〇
〇
円

セ

ン

タ

（
略
）

セ

ン

タ

（
略
）

ー

部

分

ー

部

分

使
用
料

使
用
料

１

一

回

１

一

回

の

使

の

使

用

時

用

時

間

間

は

、

は

、

二

時

二

時

間

と

間

と

す

す

る
。

る
。

２

高

等

２

高

等

学

校

学

校

の

生

の

生

徒

、

徒

、

中

学

中

学

- 33 -

校

の

校

の

生

徒

生

徒

及

び

及

び

一

人

一

三
六
〇
円

こ

れ

一

人

一

三
五
〇
円

こ

れ

大

分

県

立

回

ら

に

大

分

県

立

回

ら

に

武

道

ス

ポ

準

ず

武

道

ス

ポ

準

ず

ー

ツ

セ

ン

る

者

ー

ツ

セ

ン

る

者

タ
ー

が

利

タ
ー

が

利

用

す

用

す

る

場

る

場

合

の

合

の

使

用

使

用

料

の

料

の

額

額

は

、

は

、

上

記

上

記

使

用

使

用

料

の

料

の

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

額

に

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

額

に

二

分

二

分

の

一

の

一

を

乗

を

乗

じ

た

じ

た

額

と

額

と

す

す

る

。

る

。

こ

の

こ

の

場

場

合

、

合

、

十

円

十

円

未

満

未

満
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の

端

の

端

セ

ン

タ

数

セ

ン

タ

数

ー

個

人

は

、

ー

個

人

は

、

使
用
料

一

人

十

三
、
六
〇
〇
円

切

り

使
用
料

一

人

十

三
、
五
〇
〇
円

切

り

一
回

捨

て

一
回

捨

て

る
。

る
。

３

障

３

障

害

者

害

者

回

数

券

が

利

回

数

券

が

利

で

利

用

用

す

で

利

用

用

す

す

る

場

る

場

す

る

場

る

場

合

に

限

合

の

合

に

限

合

の

る
。

使

用

る
。

使

用

料

料

は

、

は

、

徴

収

徴

収

し

な

し

な

い
。

い
。

（
略
）

１

照

明

設

備

を

（
略
）

１

照

明

設

備

を

使

用

す

る

場

合

使

用

す

る

場

合

照

明

設

備

を

生

徒

、

中

学

校

照

明

設

備

を

生

徒

、

中

学

校

使

用

す

る

場

一

面

一

四
一
〇
円

の

生

徒

、

小

学

使

用

す

る

場

一

面

一

四
〇
〇
円

の

生

徒

、

小

学

合

時
間

校

の

児

童

及

び

合

時
間

校

の

児

童

及

び

こ

れ

ら

に

準

ず

こ

れ

ら

に

準

ず

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

照

明

設

備

を

る

者

並

び

に

幼

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

照

明

設

備

を

る

者

並

び

に

幼

使

用

し

な

い

一

面

一

三
四
〇
円

児

（

四

歳

か

ら

使

用

し

な

い

一

面

一

三
三
〇
円

児

（

四

歳

か

ら

場
合

時
間

小

学

校

就

学

の

場
合

時
間

小

学

校

就

学

の

始

期

に

達

す

る

始

期

に

達

す

る

（
略
）

ま

で

の

者

を

い

（
略
）

ま

で

の

者

を

い

う

。

）

が

利

用

う

。

）

が

利

用

す

る

場

合

の

使

す

る

場

合

の

使

- 35 -

用

料

の

額

は

、

用

料

の

額

は

、

上

記

使

用

料

の

上

記

使

用

料

の

額

に

、

二

分

の

額

に

、

二

分

の

一

を

乗

じ

た

額

一

を

乗

じ

た

額

と

す

る

。

こ

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

、

十

円

未

場

合

、

十

円

未

満

の

端

数

は

、

満

の

端

数

は

、

切
り
捨
て
る
。

切
り
捨
て
る
。

３

障

害

者

が

利

３

障

害

者

が

利

用

す

る

場

合

の

用

す

る

場

合

の

使

用

料

は

、

徴

使

用

料

は

、

徴

収
し
な
い
。

収
し
な
い
。

（
略
）

（
略
）

全

部

一
時
間

七
、
八
〇
〇
円

全

部

一
時
間

七
、
六
〇
〇
円

使
用

使
用

競

技

二

分

競

技

二

分

フ

ロ

の

一

一
時
間

三
、
九
〇
〇
円

フ

ロ

の

一

一
時
間

三
、
八
〇
〇
円

ア

使
用

ア

使
用

多

目

的

競

技

場

冷

房

設

四

分

多

目

的

競

技

場

冷

房

設

四

分

備

の

一

一
時
間

一
、
九
五
〇
円

備

の

一

一
時
間

一
、
九
〇
〇
円

使
用

使
用

全

部

一
時
間

五
、
八
〇
〇
円

全

部

一
時
間

五
、
七
〇
〇
円

観

客

使
用

観

客

使
用

フ

ロ

二

分

フ

ロ

二

分

ア

の

一

一
時
間

二
、
九
〇
〇
円

ア

の

一

一
時
間

二
、
八
五
〇
円

使
用

使
用

全

部

一
時
間

八
、
四
〇
〇
円

全

部

一
時
間

八
、
二
〇
〇
円

附

属

設

使
用

附

属

設

使
用

備

の

使

競

技

二

分

備

の

り

競

技

二

分

用
料

フ

ロ

の

一

一
時
間

四
、
二
〇
〇
円

容
量

フ

ロ

の

一

一
時
間

四
、
一
〇
〇
円
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ア

使
用

ア

使
用

多

目

的

競

技

場

暖

房

設

四

分

多

目

的

競

技

場

暖

房

設

四

分

備

の

一

一
時
間

二
、
一
〇
〇
円

備

の

一

一
時
間

二
、
〇
五
〇
円

使
用

使
用

全

部

一
時
間

四
、
八
五
〇
円

全

部

一
時
間

四
、
八
〇
〇
円

観

客

使
用

観

客

使
用

フ

ロ

二

分

フ

ロ

二

分

ア

の

一

一
時
間

二
、
四
五
〇
円

ア

の

一

一
時
間

二
、
四
〇
〇
円

使
用

使
用

道
場
一

一
時
間

一
、
四
五
〇
円

道
場
一

一
時
間

一
、
四
〇
〇
円

武
道
場
冷
房
設
備

道
場
二

一
時
間

一
、
四
五
〇
円

武
道
場
冷
房
設
備

道
場
二

一
時
間

一
、
四
〇
〇
円

道
場
三

一
時
間

一
、
四
五
〇
円

道
場
三

一
時
間

一
、
四
〇
〇
円

道
場
一

一
時
間

九
五
〇
円

道
場
一

一
時
間

九
〇
〇
円

武
道
場
暖
房
設
備

道
場
二

一
時
間

九
五
〇
円

武
道
場
暖
房
設
備

道
場
二

一
時
間

九
〇
〇
円

道
場
三

一
時
間

九
五
〇
円

道
場
三

一
時
間

九
〇
〇
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

会

議

室

会
議
室
一

一
時
間

四
二
〇
円

会

議

室

会
議
室
一

一
時
間

四
一
〇
円

使
用
料

会
議
室
二

一
時
間

一
三
〇
円

使
用
料

会
議
室
二

一
時
間

一
三
〇
円

会
議
室
三

一
時
間

一
三
〇
円

会
議
室
三

一
時
間

一
三
〇
円

選

手

用

選
手
用
更
衣
室
一

一
日

一
、
八
〇
〇
円

選

手

用

選
手
用
更
衣
室
一

一
日

一
、
七
五
〇
円

更

衣

室

選
手
用
更
衣
室
二

一
日

一
、
八
〇
〇
円

更

衣

室

選
手
用
更
衣
室
二

一
日

一
、
七
五
〇
円

使
用
料

使
用
料
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（
略
）

（
略
）
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改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

名
称

称

の
名
称

称

大

分

県

立

体

育

館

専

用

大
体
育
室

ア
マ

チ
ユ
ア

ス
ポ

ー
ツ

午
前

七
、
五
〇
〇
円

１

必

要

体

育

大

分

県

立

体

育

館

専

用

大
体
育
室

ア

マ
チ
ユ

ア
ス
ポ
ー
ツ

午
前

七
、
三
五
〇
円

１

必

要

体

育

総

合

体

育

使
用
料

に
使
用
す
る
場
合

用

具

の

使

用

料

総

合

体

育

使
用
料

に
使
用
す
る
場
合

用

具

の

使

用

料

館

午
後

一
二
、
五
〇
〇
円

を

含
む

。

館

午
後

一
二
、
二
〇
〇
円

を
含
む
。

２

「

午

前

」

２

「

午

前

」

夜
間

九
、
九
五
〇
円

は

午

前

九

時

か

夜
間

九
、
八
〇
〇
円

は

午

前

九

時

か

ら

正

午

ま

で

、

ら

正

午

ま

で

、

一
時
間

二
、
五
〇
〇
円

「

午

後

」

は

正

一
時
間

二
、
四
五
〇
円

「

午

後

」

は

正

午

か

ら

午

後

五

午

か

ら

午

後

五

そ

の
他
に

使
用

す
る
場

午
前

二
九
、
八
〇
〇
円

時

ま

で

、

「

夜

そ

の
他
に

使
用
す
る

場

午
前

二
九
、
三
〇
〇
円

時

ま

で

、

「

夜

合

間

」

は

午

後

五

合

間

」

は

午

後

五

午
後

四
九
、
八
〇
〇
円

時

か

ら

午

後

九

午
後

四
八
、
八
〇
〇
円

時

か

ら

午

後

九

時

ま

で

と

す

る

時

ま

で

と

す

る

夜
間

三
九
、
八
〇
〇
円

。

夜
間

三
九
、
一
〇
〇
円

。

３

そ

の

他

に

３

そ

の

他

に

一
時
間

九
、
九
五
〇
円

使

用

す

る

場

合

一
時
間

九
、
七
五
〇
円

使

用

す

る

場

合

で

土

曜

日

、

日

で

土

曜

日

、

日

小
体
育
室

ア
マ

チ
ユ
ア

ス
ポ

ー
ツ

午
前

三
、
三
五
〇
円

曜

日

又

は

祝

日

小
体
育
室

ア

マ
チ
ユ

ア
ス
ポ
ー

ツ

午
前

三
、
三
〇
〇
円

曜

日

又

は

祝

日

に
使
用
す
る
場
合

に

使

用

す

る

と

に
使
用
す
る
場
合

に

使

用

す

る

と

午
後

五
、
六
○
〇
円

き

は

、

そ

れ

ぞ

午
後

五
、
五
〇
〇
円

き

は

、

そ

れ

ぞ

れ

上

記

使

用

料

れ

上

記

使

用

料

夜
間

四
、
五
○
〇
円

の

額

の

三

割

増

夜
間

四
、
四
〇
〇
円

の

額

の

三

割

増

し

と
す

る

。

し
と
す
る
。

一
時
間

一
、
一
○
〇
円

４

入

場

料(

一
時
間

一
、
一
〇
〇
円

４

入

場

料(

前

売

券

面

額

を

前

売

券

面

額

を

そ

の
他
に

使
用

す
る
場

午
前

一
三
、
四
○
〇
円

い

い

、

前

売

券

そ

の
他
に

使
用
す
る

場

午
前

一
三
、
二
〇
〇
円

い

い

、

前

売

券

合

の

な

い

場

合

は

合

の

な

い

場

合

は

午
後

二
二
、
四
〇
〇
円

、

行

事

の

当

日

午
後

二
二
、
〇
〇
〇
円

、

行

事

の

当

日

に

入

場

者

か

ら

に

入

場

者

か

ら

夜
間

一
七
、
九
○
〇
円

領

収

す

る

金

額

夜
間

一
七
、
六
〇
〇
円

領

収

す

る

金

額

)

又

は

会

費

を

)

又

は

会

費

を

一
時
間

四
、
五
○
〇
円

徴

収

し

て

使

用

一
時
間

四
、
四
〇
〇
円

徴

収

し

て

使

用

す

る

場

合

は

、

す

る

場

合

は

、

柔
道
場

ア
マ

チ
ユ
ア

ス
ポ
ー
ツ

午
前

二
、
四
〇
〇
円

催

物

一

回

に

つ

柔
道
場

ア
マ

チ
ユ

ア
ス

ポ
ー

ツ

午
前

二
、
三
五
〇
円

催

物

一

回

に

つ

剣
道
場

に
使
用
す
る
場
合

き

一

般

一

人

当

剣
道
場

に
使
用
す
る
場
合

き

一

般

一

人

当

午
後

四
、
〇
〇
〇
円

た

り

の

税

込

入

午
後

三
、
九
〇
〇
円

た

り

の

税

込

入

場

料

又

は

会

費

場

料

又

は

会

費

夜
間

三
、
二
○
〇
円

の

額(

二

種

類

夜
間

三
、
一
〇
〇
円

の

額(

二

種

類
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以

上

あ

る

場

合

以

上

あ

る

場

合

一
時
間

七
九
〇
円

は

、

そ

の

平

均

一
時
間

七
八
〇
円

は

、

そ

の

平

均

額)

を

一

五

〇

額)

を

一

五

〇

そ
の

他
に
使

用
す

る
場

午
前

九
、
六
〇
〇
円

倍(

観

客

を

フ

そ

の
他
に

使
用
す
る
場

午
前

九
、
四
五
〇
円

倍(

観

客

を

フ

合

ロ

ア

に

収

容

す

合

ロ

ア

に

収

容

す

午
後

一
六
、
〇
〇
〇
円

る

と

き

は

、

二

午
後

一
五
、
七
〇
〇
円

る

と

き

は

、

二

〇

〇

倍)

し

た

〇

〇

倍)

し

た

夜
間

一
二
、
八
○
〇
円

額

を

加

算

す

る

夜
間

一
二
、
六
〇
〇
円

額

を

加

算

す

る

。

。

一
時
間

三
、
二
〇
〇
円

５

そ

の

他

に

一
時
間

三
、
一
五
〇
円

５

そ

の

他

に

使

用

す

る

場

合

使

用

す

る

場

合

ク

ラ

イ

ミ

ン

照

明

設
備

を
使

用
す
る

一
時
間

六
三
〇
円

で

次

に

掲

げ

る

ク

ラ

イ

ミ

ン

照
明
設

備
を
使
用

す
る

一
時
間

六
二
〇
円

で

次

に

掲

げ

る

グ
ウ
ォ
ー
ル

場
合

団

体

が

主

催

し

グ
ウ
ォ
ー
ル

場
合

団

体

が

主

催

し

て

使

用

す

る

と

て

使

用

す

る

と

照

明
設
備

を
使

用
し
な

一
時
間

三
一
〇
円

き

の

上

記

使

用

照
明
設

備
を
使
用

し
な

一
時
間

三
一
〇
円

き

の

上

記

使

用

い
場
合

料

の

額

、

第

三

い
場
合

料

の

額

、

第

三

項

の

割

増

額

及

項

の

割

増

額

及

館
内
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル

一
時
間

三
六
〇
円

び
前
項
の
加
算

館
内
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル

一
時
間

三
五
〇
円

び
前
項
の
加
算

額

は

、

上

記

使

額

は

、

上

記

使

館
外
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル

一
時
間

二
五
〇
円

用

料

の

額

、

第

館
外
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル

一
時
間

二
五
〇
円

用

料

の

額

、

第

三

項

の

割

増

額

三

項

の

割

増

額

体

育

館

部

分

大
体
育
室

フ

ロ

ア
の

二

分
の
一
を

午
前

三
、
七
五
〇
円

及

び

前

項

の

加

体

育

館

部

分

大
体
育
室

フ
ロ
ア

の

二
分
の

一
を

午
前

三
、
六
五
〇
円

及

び

前

項

の

加

使
用
料

使
用
す
る
場
合

算

額

に

、

そ

れ

使
用
料

使
用
す
る
場
合

算

額

に

、

そ

れ

午
後

六
、
二
五
〇
円

ぞ

れ

二

分

の

一

午
後

六
、
一
〇
〇
円

ぞ

れ

二

分

の

一

を

乗

じ

た

額

と

を

乗

じ

た

額

と

夜
間

五
、
〇
○
〇
円

す
る
。

夜
間

四
、
九
〇
〇
円

す
る
。

一

公

益

財

一

公

益

財

一
時
間

一
、
二
五
〇
円

団

法

人

大

分

一
時
間

一
、
二
〇
〇
円

団

法

人

大

分

県

体

育

協

会

県

体

育

協

会

フ

ロ

ア
の

三
分

の
一
を

午
前

二
、
四
〇
〇
円

及

び

そ

の

加

フ
ロ
ア

の
三
分
の

一
を

午
前

二
、
三
五
〇
円

及

び

そ

の

加

使
用
す
る
場
合

盟
団
体

使
用
す
る
場
合

盟
団
体

午
後

四
、
〇
〇
〇
円

二

地

方

公

午
後

三
、
九
〇
〇
円

二

地

方

公

共
団

体

共
団
体

夜
間

三
、
二
○
〇
円

三

教

育

関

夜
間

三
、
一
〇
〇
円

三

教

育

関

係
団
体

係
団
体

一
時
間

七
九
〇
円

四

福

祉

関

一
時
間

七
八
〇
円

四

福

祉

関

係

法

の

適

用

係

法

の

適

用

小
体
育
館

フ

ロ
ア
の

二
分

の
一
を

午
前

一
、
八
五
〇
円

を

受

け

る

団

小
体
育
館

フ
ロ
ア

の
二
分
の

一
を

午
前

一
、
八
〇
〇
円

を

受

け

る

団

使
用
す
る
場
合

体

使
用
す
る
場
合

体

午
後

三
、
一
〇
〇
円

６

ク

ラ

イ

ミ

午
後

三
、
〇
五
〇
円

６

ク

ラ

イ

ミ

ン

グ

ウ

ォ

ー

ル

ン

グ

ウ

ォ

ー

ル

夜
間

二
、
四
五
〇
円

の

照

明

設

備

を

夜
間

二
、
四
〇
〇
円

の

照

明

設

備

を

使

用

す

る

場

合

使

用

す

る

場

合

一
時
間

六
二
〇
円

は

、

照

明

設

備

一
時
間

六
一
〇
円

は

、

照

明

設

備

に

係

る

附

属

設

に

係

る

附

属

設

柔
道
場

フ
ロ

ア
の
二

分
の
一
を

午
前

一
、
二
〇
〇
円

備

の

使

用

料

は

柔
道
場

フ
ロ
ア

の

二
分

の
一
を

午
前

一
、
一
五
〇
円

備

の

使

用

料

は

剣
道
場

使
用
す
る
場
合

、

徴

収

し

な

い

剣
道
場

使
用
す
る
場
合

、

徴

収

し

な

い

午
後

二
、
〇
〇
〇
円

。

午
後

一
、
九
五
〇
円

。

夜
間

一
、
六
〇
〇
円

夜
間

一
、
五
六
〇
円
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一
時
間

四
〇
〇
円

一
時
間

三
九
〇
円

体

育

館

個

人

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

一
人
一
回

三
三
〇
円

１

照

明

設

備

体

育

館

個

人

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

一
人
一
回

三
三
〇
円

１

照

明

設

備

使
用
料

を

使

用

す

る

場

使
用
料

を

使

用

す

る

場

一
人
十
一
回

三
、
三
五
〇
円

合

は

、

照

明

設

一
人
十
一
回

三
、
三
〇
〇
円

合

は

、

照

明

設

備

に

係

る

附

属

備

に

係

る

附

属

卓
球

照
明

設
備
を

使
用
す
る

一
台
一
時
間

三
一
〇
円

設

備

の

使

用

料

卓
球

照
明
設

備

を
使

用
す
る

一
台
一
時
間

三
一
〇
円

設

備

の

使

用

料

場
合

は

、

徴

収

し

な

場
合

は

、

徴

収

し

な

い
。

い
。

照

明

設
備

を
使

用
し
な

一
台
一
時
間

一
八
〇
円

２

「

高

校

生

照
明
設

備
を
使
用

し
な

一
台
一
時
間

一
七
〇
円

２

「

高

校

生

い
場
合

・

中

学

生

・

小

い
場
合

・

中

学

生

・

小

学

生

」

と

は

、

学

生

」

と

は

、

バ

ド

ミ

ン

ト

照
明

設
備
を

使
用
す
る

一
面
一
時
間

六
二
〇
円

高

等

学

校

の

生

バ

ド

ミ

ン

ト

照
明
設

備

を
使

用
す

る

一
面
一
時
間

六
一
〇
円

高

等

学

校

の

生

ン

場
合

徒

、

中

学

校

の

ン

場
合

徒

、

中

学

校

の

生

徒

、

小

学

校

生

徒

、

小

学

校

照

明

設
備

を

使
用
し
な

一
面
一
時
間

三
三
〇
円

の

児

童

及

び

こ

照
明
設

備

を
使
用

し
な

一
面
一
時
間

三
三
〇
円

の

児

童

及

び

こ

い
場
合

れ

ら

に

準

ず

る

い
場
合

れ

ら

に

準

ず

る

者

を

い

う

。

者
を
い
う
。

柔
道
場

一
般

照

明

設

備

柔
道
場

一
般

照

明

設

備

剣
道
場

を

使

用

す

一
人
二
時
間

二
三
〇
円

剣
道
場

を

使

用

す

一
人
二
時
間

二
三
〇
円

る
場
合

る
場
合

照

明

設

備

照

明

設

備

を

使

用

し

一
人
二
時
間

一
一
〇
円

を

使

用

し

一
人
二
時
間

一
一
〇
円

な
い
場
合

な
い
場
合

高

校

生

・

照

明

設

備

高

校

生

・

照

明

設

備

中

学

生

・

を

使

用

す

一
人
二
時
間

一
二
〇
円

中

学

生

・

を

使

用

す

一
人
二
時
間

一
二
〇
円

小
学
生

る
場
合

小
学
生

る
場
合

照

明

設

備

照

明

設

備

を

使

用

し

一
人
二
時
間

七
〇
円

を

使

用

し

一
人
二
時
間

七
〇
円

な
い
場
合

な
い
場
合

ク

ラ

イ

ミ

ン

一
般

照

明

設

備

ク

ラ

イ

ミ

ン

一
般

照

明

設

備

グ

ウ

ォ

ー

ル

を

使

用

す

一
人
一
時
間

一
〇
〇
円

グ

ウ

ォ

ー

ル

を

使

用

す

一
人
一
時
間

一
〇
〇
円

る
場
合

る
場
合

照

明

設

備

照

明

設

備

を

使

用

し

一
人
一
時
間

六
〇
円

を

使

用

し

一
人
一
時
間

六
〇
円

な
い
場
合

な
い
場
合

高

校

生

・

照

明

設

備

高

校

生

・

照

明

設

備

中

学

生

・

を

使

用

す

一
人
一
時
間

九
〇
円

中

学

生

・

を

使

用

す

一
人
一
時
間

九
〇
円

小
学
生

る
場
合

小
学
生

る
場
合

照

明

設

備

照

明

設

備

を

使

用

し

一
人
一
時
間

五
〇
円

を

使

用

し

一
人
一
時
間

五
〇
円

な
い
場
合

な
い
場
合
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館
内
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル

一
人
一
時
間

一
五
〇
円

館
内
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル

一
人
一
時
間

一
五
〇
円

館
外
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル

一
人
一
時
間

五
〇
円

館
外
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル

一
人
一
時
間

五
〇
円

フ

ェ

ン

シ

ン

ア
マ
チ
ユ
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

午
前

二
、
一
〇
〇
円

１

必

要

体

育

フ

ェ

ン

シ

ン

ア
マ
チ
ユ
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場

午
前

二
、
〇
五
〇
円

１

必

要

体

育

グ

場

専

用

使

合

用

具

の

使

用

料

グ

場

専

用

使

合

用

具

の

使

用

料

用
料

午
後

三
、
五
〇
〇
円

を

含
む

。

用
料

午
後

三
、
四
五
〇
円

を
含
む
。

２

「

午

前

」

２

「

午

前

」

夜
間

二
、
八
〇
〇
円

は

午

前

九

時

か

夜
間

二
、
七
五
〇
円

は

午

前

九

時

か

ら

正

午

ま

で

、

ら

正

午

ま

で

、

一
時
間

七
〇
〇
円

「

午

後

」

は

正

一
時
間

六
九
〇
円

「

午

後

」

は

正

午

か

ら

午

後

五

午

か

ら

午

後

五

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

午
前

八
、
四
〇
〇
円

時

ま

で

、

「

夜

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

午
前

八
、
二
五
〇
円

時

ま

で

、

「

夜

間

」

は

午

後

五

間

」

は

午

後

五

午
後

一
四
、
〇
〇
〇
円

時

か

ら

午

後

九

午
後

一
三
、
八
〇
〇
円

時

か

ら

午

後

九

時

ま

で

と

す

る

時

ま

で

と

す

る

夜
間

一
一
、
二
○
〇
円

。

夜
間

一
一
、
〇
〇
〇
円

。

３

そ

の

他

に

３

そ

の

他

に

一
時
間

二
、
八
〇
〇
円

使

用

す

る

場

合

一
時
間

二
、
七
五
〇
円

使

用

す

る

場

合

で

土

曜

日

、

日

で

土

曜

日

、

日

曜

日

又

は

祝

日

曜

日

又

は

祝

日

に

使

用

す

る

と

に

使

用

す

る

と

き

は

、

そ

れ

ぞ

き

は

、

そ

れ

ぞ

れ

上

記

使

用

料

れ

上

記

使

用

料

の

額

の

三

割

増

の

額

の

三

割

増

し

と

す
る

。

し
と
す
る
。

４

入

場

料(

４

入

場

料(

前

売

券

面

額

を

前

売

券

面

額

を

い

い

、

前

売

券

い

い

、

前

売

券

の

な

い

場

合

は

の

な

い

場

合

は

、

行

事

の

当

日

、

行

事

の

当

日

に

入

場

者

か

ら

に

入

場

者

か

ら

領

収

す

る

金

額

領

収

す

る

金

額

)

又

は

会

費

を

)

又

は

会

費

を

徴

収

し

て

使

用

徴

収

し

て

使

用

す

る

場

合

は

、

す

る

場

合

は

、

催

物

一

回

に

つ

催

物

一

回

に

つ

き

一

般

一

人

当

き

一

般

一

人

当

た

り

の

税

込

入

た

り

の

税

込

入

場

料

又

は

会

費

場

料

又

は

会

費

の

額(

二

種

類

の

額(

二

種

類

以

上

あ

る

場

合

以

上

あ

る

場

合

は

、

そ

の

平

均

は

、

そ

の

平

均

額)

を

一

五

〇

額)

を

一

五

〇

倍(

観

客

を

フ

倍(

観

客

を

フ

ロ

ア

に

収

容

す

ロ

ア

に

収

容

す

る

と

き

は

、

二

る

と

き

は

、

二

〇

〇

倍)

し

た

〇

〇

倍)

し

た

額

を

加

算

す

る

額

を

加

算

す

る
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。

。

５

そ

の

他

に

５

そ

の

他

に

使

用

す

る

場

合

使

用

す

る

場

合

で

次

に

掲

げ

る

で

次

に

掲

げ

る

団

体

が

主

催

し

団

体

が

主

催

し

て

使

用

す

る

と

て

使

用

す

る

と

き

の

上

記

使

用

き

の

上

記

使

用

料

の

額

、

第

三

料

の

額

、

第

三

項

の

割

増

額

及

項

の

割

増

額

及

び

前

項

の

加

算

び

前

項

の

加

算

額

は

、

上

記

使

額

は

、

上

記

使

用

料

の

額

、

第

用

料

の

額

、

第

三

項

の

割

増

額

三

項

の

割

増

額

及

び

前

項

の

加

及

び

前

項

の

加

算

額

に

、

そ

れ

算

額

に

、

そ

れ

ぞ

れ

二

分

の

一

ぞ

れ

二

分

の

一

を

乗

じ

た

額

と

を

乗

じ

た

額

と

す
る

。

す
る
。

一

公

益

財

一

公

益

財

団

団

法

人

大

分

法

人

大

分

県

県

体

育

協

会

体

育

協

会

及

及

び

そ

の

加

び

そ

の

加

盟

盟
団
体

団
体

二

地

方

公

二

地

方

公

共
団

体

共
団
体

三

教

育

関

三

教

育

関

係
団

体

係
団
体

四

福

祉

関

四

福

祉

関

係

法

の

適

用

係

法

の

適

用

を

受

け

る

団

を

受

け

る

団

体

体

６

冷

暖

房

使

６

冷

暖

房

使

用

期

間

中

の

使

用

期

間

中

の

使

用

料

に

つ

い

て

用

料

に

つ

い

て

は

、

上

記

使

用

は

、

上

記

使

用

料

の

額

に

、

百

料

の

額

に

、

百

分

の

五

十

を

乗

分

の

五

十

を

乗

じ

た

額

を

加

算

じ

た

額

を

加

算

す
る
。

す
る
。

フ

ェ

ン

シ

ン

一
般

一
人
二
時
間

一
〇
〇
円

フ

ェ

ン

シ

ン

一
般

一
人
二
時
間

一
〇
〇
円

グ

場

個

人

使

グ

場

個

人

使

用
料

高
校
生
・
中
学
生
・
小
学
生

一
人
二
時
間

六
〇
円

用
料

高
校
生
・
中
学
生
・
小
学
生

一
人
二
時
間

六
〇
円

附

属

設

備

の

放
送
設
備

一
式
一
回

三
、
四
〇
〇
円

附

属

設

備

の

放
送
設
備

一
式
一
回

三
、
三
五
〇
円

使
用
料

使
用
料

照
明
設
備

一

キ

ロ

ワ

ツ

七
○
円

照
明
設
備

一

キ

ロ

ワ

ツ

七
〇
円

ト
時

ト
時

大
体
育
室
冷
房
設
備

一
時
間

一
五
、
七
〇
〇
円

大
体
育
室
冷
房
設
備

一
時
間

一
五
、
四
〇
〇
円
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大
体
育
室
暖
房
設
備

一
時
間

一
一
、
〇
○
〇
円

大
体
育
室
暖
房
設
備

一
時
間

一
〇
、
八
〇
〇
円

柔
道
場

柔
道
場

冷
房
設
備

一
時
間

八
四
〇
円

冷
房
設
備

一
時
間

八
二
〇
円

剣
道
場

剣
道
場

柔
道
場

柔
道
場

暖
房
設
備

一
時
間

七
三
〇
円

暖
房
設
備

一
時
間

七
二
〇
円

剣
道
場

剣
道
場

電
光
得
点
表
示
装
置

一
組
一
回

三
、
四
〇
〇
円

電
光
得
点
表
示
装
置

一
組
一
回

三
、
三
五
〇
円

長
机

一
脚
一
回

六
〇
円

長
机

一
脚
一
回

六
〇
円

折
り
た
た
み
い
す

一
脚
一
回

三
〇
円

折
り
た
た
み
い
す

一
脚
一
回

三
〇
円

研

修

室

使

用

第
一
研
修
室

一
時
間

五
五
〇
円

冷

暖

房

使

用

期

研

修

室

使

用

第
一
研
修
室

一
時
間

五
四
〇
円

冷

暖

房

使

用

期

料

間

中

の

使

用

料

料

間

中

の

使

用

料

第
二
研
修
室

一
時
間

五
五
〇
円

に

つ

い

て

は

、

第
二
研
修
室

一
時
間

五
四
〇
円

に

つ

い

て

は

、

上

記

使

用

料

の

上

記

使

用

料

の

会

議

室

使

用

第
一
会
議
室

一
時
間

三
三
〇
円

額

に

、

冷

房

に

会

議

室

使

用

第
一
会
議
室

一
時
間

三
三
〇
円

額

に

、

冷

房

に

料

あ

つ

て

は

百

分

料

あ

つ

て

は

百

分

第
二
会
議
室

一
時
間

二
〇
〇
円

の

五

十

、

暖

房

第
二
会
議
室

一
時
間

一
九
〇
円

の

五

十

、

暖

房

に

あ

つ

て

は

百

に

あ

つ

て

は

百

第
三
会
議
室

一
時
間

二
〇
〇
円

分

の

四

十

を

乗

第
三
会
議
室

一
時
間

一
九
〇
円

分

の

四

十

を

乗

じ

た

額

を

加

算

じ

た

額

を

加

算

す
る
。

す
る
。
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改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

の
名
称

称

の
名
称

称

大

分

県

立

常

設

展

観

覧

個
人

一
般

一
人
一
回

三
一
〇
円

１

「

大

大

分

県

立

常

設

展

観

覧

個
人

一
般

一
人
一
回

三
一
〇
円

１

「

大

歴

史

博

物

料

学

生

・

高

歴

史

博

物

料

学

生

・

高

館

大
学
生
・
高
校
生

一
人
一
回

一
六
〇
円

校

生

」

と

館

大
学
生
・
高
校
生

一
人
一
回

一
五
〇
円

校

生

」

と

は

、

大

学

は

、

大

学

団

体

（

二
〇

人
以

上

一
般

一
人
一
回

二
一
〇
円

の

学

生

、

団
体

（
二

〇
人

以

上

一
般

一
人
一
回

二
〇
〇
円

の

学

生

、

）

高

等

専

門

）

高

等

専

門

大
学
生
・
高
校
生

一
人
一
回

一
〇
〇
円

学

校

の

学

大
学
生
・
高
校
生

一
人
一
回

一
〇
〇
円

学

校

の

学

生

、

高

等

生

、

高

等

特

別

展

観

覧

個
人

一
般

一
人
一
回

一

、

一

〇

〇
円

以
内

学

校

の

生

特

別

展

観

覧

個
人

一
般

一
人
一
回

一

、

〇

八

〇

円

以

内

学

校

の

生

料

で

そ
の

都

度

知
事

が

徒

及

び

こ

料

で

そ

の

都

度

知

事

が

徒

及

び

こ

大
学
生
・
高
校
生

一
人
一
回

別
に
定
め
る
額

れ

ら

に

準

大
学
生
・
高
校
生

一
人
一
回

別
に
定
め
る
額

れ

ら

に

準

ず

る

者

を

ず

る

者

を

団

体
（

二
〇

人

以
上

一
般

一
人
一
回

い
う
。

団
体

（

二

〇
人

以

上

一
般

一
人
一
回

い
う
。

）

２

小

学

）

２

小

学

大
学
生
・
高
校
生

一
人
一
回

校

及

び

中

大
学
生
・
高
校
生

一
人
一
回

校

及

び

中

学

校

の

児

学

校

の

児

童

又

は

生

童

又

は

生

徒(

こ

れ

ら

徒(

こ

れ

ら

に

準

ず

る

に

準

ず

る

者

を

含

む

者

を

含

む

。)

が

観

覧

。)

が

観

覧

す

る

場

合

す

る

場

合

の

観

覧

料

の

観

覧

料

は

、

徴

収

は

、

徴

収

し

な

い

。

し

な

い

。

３

県

内

３

県

内

の

高

等

学

の

高

等

学

校

の

生

徒(

校

の

生

徒(

こ

れ

に

準

こ

れ

に

準

ず

る

者

を

ず

る

者

を

含

む

。)

並

含

む

。)

並

び

に

県

内

び

に

県

内

の

小

学

校

の

小

学

校

、

中

学

校

、

中

学

校

及

び

高

等

及

び

高

等

学

校

の

児

学

校

の

児

童

又

は

生

童

又

は

生
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徒(

こ

れ

ら

徒(

こ

れ

ら

に

準

ず

る

に

準

ず

る

者

を

含

む

者

を

含

む

。)

を

引

率

。)

を

引

率

す

る

者

が

す

る

者

が

学

校

の

教

学

校

の

教

育

課

程

に

育

課

程

に

基

づ

く

教

基

づ

く

教

育

活

動

と

育

活

動

と

し

て

観

覧

し

て

観

覧

す

る

場

合

す

る

場

合

の

観

覧

料

の

観

覧

料

は

、

徴

収

は

、

徴

収

し

な

い

。

し

な

い

。

４

知

事

４

知

事

が

別

に

定

が

別

に

定

め

る

障

害

め

る

障

害

者

等

及

び

者

等

及

び

そ

の

付

添

そ

の

付

添

人

等

が

観

人

等

が

観

覧

す

る

場

覧

す

る

場

合

の

観

覧

合

の

観

覧

料

は

、

徴

料

は

、

徴

収

し

な

い

収

し

な

い

。

。

講
堂
使
用
料

一
時
間

六
六
〇
円

１

学

校(

講
堂
使
用
料

一
時
間

六
五
〇
円

１

学

校(

学

校

教

育

学

校

教

育

法

（

昭

和

法

（

昭

和

二

十

二

年

二

十

二

年

法

律

第

二

法

律

第

二

十

六

号

）

十

六

号

）

第

一

条

に

第

一

条

に

規

定

す

る

規

定

す

る

学

校

を

い

学

校

を

い

う

。)

並

び

う

。)

並

び

に

学

校

教

に

学

校

教

育

関

係

団

育

関

係

団

体

及

び

文

体

及

び

文

化

財

保

護

化

財

保

護

団

体

で

大

団

体

で

大

分

県

教

育

分

県

教

育

委

員

会

が

委

員

会

が

定

め

る

も

定

め

る

も

の

が

主

催

の

が

主

催

し

て

使

用

し

て

使

用

す

る

場

合

す

る

場

合

の

使

用

料

の

使

用

料

の

額

は

、

の

額

は

、
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上

記

使

用

上

記

使

用

料

の

額

に

料

の

額

に

百

分

の

五

百

分

の

五

十

を

乗

じ

十

を

乗

じ

た

額

と

す

た

額

と

す

る
。

る
。

２

冷

暖

２

冷

暖

房

使

用

期

房

使

用

期

間

中

の

使

間

中

の

使

用

料

に

つ

用

料

に

つ

い

て

は

、

い

て

は

、

上

記

使

用

上

記

使

用

料

の

額

に

料

の

額

に

、

冷

房

に

、

冷

房

に

あ

つ

て

百

あ

つ

て

百

分

の

五

十

分

の

五

十

、

暖

房

に

、

暖

房

に

あ

つ

て

は

あ

つ

て

は

百

分

の

四

百

分

の

四

十

を

乗

じ

十

を

乗

じ

た

額

を

加

た

額

を

加

算
す
る
。

算
す
る
。
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改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

の
名
称

称

の
名
称

称

大

分

県

立

宿
泊
料

県

内

利

高
校
生
及
び
そ
の
指
導
者

一
人
一
泊

三
八
○
円

１

「

高

校

生

」

と

大

分

県

立

宿
泊
料

県

内

利

高
校
生
及
び
そ
の
指
導
者

一
人
一
泊

三
七
〇
円

１

「

高

校

生

」

と

香

々

地

青

用
者

は

高

等

学

校

の

生

香

々

地

青

用
者

は

高

等

学

校

の

生

少
年
の
家

青
少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導

一
人
一
泊

四
七
〇
円

徒

及

び

こ

れ

に

準

少
年
の
家

青
少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導

一
人
一
泊

四
六
〇
円

徒

及

び

こ

れ

に

準

者

ず

る

者

を

い

い

、

者

ず

る

者

を

い

い

、

社
会
教
育
関
係
団
体
及
び
そ

一
人
一
泊

九
四
〇
円

「

中

学

生

・

小

学

社
会
教
育
関
係
団
体
及
び
そ

一
人
一
泊

九
二
〇
円

「

中

学

生

・

小

学

の
指
導
者

生

」

と

は

中

学

校

の
指
導
者

生

」

と

は

中

学

校

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

一
、
二
五
〇
円

の

生

徒

、

小

学

校

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

一
、
二
五
〇
円

の

生

徒

、

小

学

校

の

児

童

及

び

こ

れ

の

児

童

及

び

こ

れ

県

外

利

中
学
生
・
小
学
生
及
び
そ
の

一
人
一
泊

一
九
〇
円

ら

に

準

ず

る

者

を

県

外

利

中
学
生
・
小
学
生
及
び
そ
の

一
人
一
泊

一
八
〇
円

ら

に

準

ず

る

者

を

用
者

指
導
者

い
う
。

用
者

指
導
者

い
う
。

高
校
生
及
び
そ
の
指
導
者

一
人
一
泊

五
六
〇
円

２

冷

暖

房

使

用

期

高
校
生
及
び
そ
の
指
導
者

一
人
一
泊

五
五
〇
円

２

冷

暖

房

使

用

期

間

中

は

、

上

記

使

間

中

は

、

上

記

使

青
少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導

一
人
一
泊

七
一
〇
円

用

料

の

額

に

一

人

青
少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導

一
人
一
泊

七
〇
〇
円

用

料

の

額

に

一

人

者

一

泊

八

〇

円

を

加

者

一

泊

八

〇

円

を

加

社
会
教
育
関
係
団
体
及
び
そ

一
人
一
泊

一
、
四
〇
〇
円

算
す
る
。

社
会
教
育
関
係
団
体
及
び
そ

一
人
一
泊

一
、
四
○
〇
円

算
す
る
。

の
指
導
者

の
指
導
者

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

一
、
九
○
○
円

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

一
、
八
五
〇
円

専
用
使
用
料

研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

１

「

高

校

生

」

と

専
用
使
用
料

研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

１

「

高

校

生

」

と

１

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

は

、

高

等

学

校

の

１

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

は

、

高

等

学

校

の

青
少
年
団
体

生

徒

及

び

こ

れ

に

青
少
年
団
体

生

徒

及

び

こ

れ

に

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

準

ず

る

者

を

い

う

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

準

ず

る

者

を

い

う

。

。
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研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

２

「

中

学

生

・

小

研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

２

「

中

学

生

・

小

２

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

学

生(

県

外

利

用

者

２

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

学
生(

県
外
利
用
者

青
少
年
団
体

に

限

る

。)

」

と

は

青
少
年
団
体

に
限
る
。)

」
と
は

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

、

県

外

の

中

学

校

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

、

県

外

の

中

学

校

及

び

小

学

校

に

在

及

び

小

学

校

に

在

研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

籍

す

る

生

徒

及

び

研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

籍

す

る

生

徒

及

び

３

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

児

童

並

び

に

こ

れ

３

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

児

童

並

び

に

こ

れ

青
少
年
団
体

ら

に

準

ず

る

者

を

青
少
年
団
体

ら

に

準

ず

る

者

を

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

い
う
。

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

い
う
。

３

冷

暖

房

使

用

期

３

冷

暖

房

使

用

期

プ

レ

イ

中
学
生
・
小
学
生(
県
外
利
用

一
時
間

四
○
〇
円

間

中

の

専

用

使

用

プ

レ

イ

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

三
九
〇
円

間

中

の

専

用

使

用

ホ
ー
ル

者
に
限
る
。)
、
高
校
生
及
び

料

に

つ

い

て

は

、

ホ
ー
ル

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

料

に

つ

い

て

は

、

青
少
年
団
体

上

記

専

用

使

用

料

青
少
年
団
体

上

記

専

用

使

用

料

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

七
九
〇
円

の

額

に

、

冷

房

に

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

七
八
〇
円

の

額

に

、

冷

房

に

あ
つ
て
は
百
分
の

あ
つ
て
は
百
分
の

レ

ク

リ

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

一
七
〇
円

五

十

、

暖

房

に

あ

レ

ク

リ

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

一
六
〇
円

五

十

、

暖

房

に

あ

エ

ー

シ

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

つ

て

は

百

分

の

四

エ

ー

シ

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

つ

て

は

百

分

の

四

ョ
ン
室

青
少
年
団
体

十

を

乗

じ

て

得

た

ョ
ン
室

青
少
年
団
体

十

を

乗

じ

て

得

た

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

三
三
〇
円

額
を
加
算
す
る
。

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

三
三
〇
円

額
を
加
算
す
る
。

４

宿

泊

室

を

利

用

４

宿

泊

室

を

利

用

視

聴

覚

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

し

た

場

合

の

専

用

視

聴

覚

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

し

た

場

合

の

専

用

室

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

使

用

料

及

び

プ

ラ

室

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

使

用

料

及

び

プ

ラ

青
少
年
団
体

ネ

タ

リ

ウ

ム

室

個

青
少
年
団
体

ネ

タ

リ

ウ

ム

室

個

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

人

使

用

料

は

、

徴

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
○
円

人

使

用

料

は

、

徴

収
し
な
い
。

収
し
な
い
。

プ

ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム
館
個

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
人
一
回

一
一
〇
円

プ

ラ
ネ

タ
リ

ウ
ム
館
個

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
人
一
回

一
一
〇
円

人
使
用
料

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
、
青

人
使
用
料

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
、
青

少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導
者

少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導
者

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
回

二
三
〇
円

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
回

二
三
〇
円

キ
ャ
ン
プ
場
使
用
料

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
人
一
泊

一
六
〇
円

キ
ャ
ン
プ
場
使
用
料

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
人
一
泊

一
五
〇
円
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者
に
限
る
。)

、
高
校
生
、
青

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
、
青

少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導
者

少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導
者

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

三
一
〇
円

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

三
一
〇
円
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改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

の
名
称

称

の
名
称

称

大

分

県

立

宿
泊
料

県

内

利

高
校
生
及
び
そ
の
指
導
者

一
人
一
泊

三
八
○
円

１

「

高

校

生

」

と

大

分

県

立

宿
泊
料

県

内

利

高
校
生
及
び
そ
の
指
導
者

一
人
一
泊

三
七
〇
円

１

「

高

校

生

」

と

九

重

青

少

用
者

は

高

等

学

校

の

生

九

重

青

少

用
者

は

高

等

学

校

の

生

年
の
家

青
少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導

一
人
一
泊

四
七
〇
円

徒

及

び

こ

れ

に

準

年
の
家

青
少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導

一
人
一
泊

四
六
〇
円

徒

及

び

こ

れ

に

準

者

ず

る

者

を

い

い

、

者

ず

る

者

を

い

い

、

社
会
教
育
関
係
団
体
及
び
そ

一
人
一
泊

九
四
〇
円

「

中

学

生

・

小

学

社
会
教
育
関
係
団
体
及
び
そ

一
人
一
泊

九
二
〇
円

「

中

学

生

・

小

学

の
指
導
者

生

」

と

は

中

学

校

の
指
導
者

生

」

と

は

中

学

校

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

一
、
二
五
〇
円

の

生

徒

、

小

学

校

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

一
、
二
五
〇
円

の

生

徒

、

小

学

校

の

児

童

及

び

こ

れ

の

児

童

及

び

こ

れ

県

外

利

中
学
生
・
小
学
生
及
び
そ
の

一
人
一
泊

一
九
〇
円

ら

に

準

ず

る

者

を

県

外

利

中
学
生
・
小
学
生
及
び
そ
の

一
人
一
泊

一
八
〇
円

ら

に

準

ず

る

者

を

用
者

指
導
者

い
う
。

用
者

指
導
者

い
う
。

高
校
生
及
び
そ
の
指
導
者

一
人
一
泊

五
六
〇
円

２

冷

暖

房

使

用

期

高
校
生
及
び
そ
の
指
導
者

一
人
一
泊

五
五
〇
円

２

冷

暖

房

使

用

期

間

中

は

、

上

記

使

間

中

は

、

上

記

使

青
少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導

一
人
一
泊

七
一
〇
円

用

料

の

額

に

一

人

青
少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導

一
人
一
泊

七
○
〇
円

用

料

の

額

に

一

人

者

一

泊

八

〇

円

を

加

者

一

泊

八

〇

円

を

加

社
会
教
育
関
係
団
体
及
び
そ

一
人
一
泊

一
、
四
〇
〇
円

算
す
る
。

社
会
教
育
関
係
団
体
及
び
そ

一
人
一
泊

一
、
四
○
〇
円

算
す
る
。

の
指
導
者

の
指
導
者

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

一
、
九
○
○
円

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

一
、
八
五
〇
円

専
用
使
用
料

本

研

修

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

二
二
〇
円

１

「

高

校

生

」

と

専
用
使
用
料

本

研

修

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

二
二
〇
円

１

「

高

校

生

」

と

室

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

は

、

高

等

学

校

の

室

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

は

、

高

等

学

校

の

青
少
年
団
体

生

徒

及

び

こ

れ

に

青
少
年
団
体

生

徒

及

び

こ

れ

に

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

四
五
〇
円

準

ず

る

者

を

い

う

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

四
四
〇
円

準

ず

る

者

を

い

う

。

。

- 51 -

研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
○
円

２

「

中

学

生

・

小

研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

２

「

中

学

生

・

小

１

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

学

生(

県

外

利

用

者

１

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

学
生(

県
外
利
用
者

青
少
年
団
体

に

限

る

。)

」

と

は

青
少
年
団
体

に
限
る
。)

」
と
は

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

、

県

外

の

中

学

校

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

、

県

外

の

中

学

校

及

び

小

学

校

に

在

及

び

小

学

校

に

在

研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

籍

す

る

生

徒

及

び

研

修

室

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

七
〇
円

籍

す

る

生

徒

及

び

２

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

児

童

並

び

に

こ

れ

２

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

児

童

並

び

に

こ

れ

青
少
年
団
体

ら

に

準

ず

る

者

を

青
少
年
団
体

ら

に

準

ず

る

者

を

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

い
う
。

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

一
一
〇
円

い
う
。

３

冷

暖

房

使

用

期

３

冷

暖

房

使

用

期

ス

タ

ー

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

二
二
〇
円

間

中

の

専

用

使

用

ス

タ

ー

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

二
二
〇
円

間

中

の

専

用

使

用

ド

ー

ム

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

料

に

つ

い

て

は

、

ド

ー

ム

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

料

に

つ

い

て

は

、

棟

青
少
年
団
体

上

記

専

用

使

用

料

棟

青
少
年
団
体

上

記

専

用

使

用

料

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

四
五
〇
円

の

額

に

、

冷

房

に

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

四
四
〇
円

の

額

に

、

冷

房

に

あ

つ

て

は

百

分

の

あ

つ

て

は

百

分

の

プ

レ

イ

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

四
○
○
円

五

十

、

暖

房

に

あ

プ

レ

イ

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

三
九
〇
円

五

十

、

暖

房

に

あ

ホ
ー
ル

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

つ

て

は

百

分

の

四

ホ
ー
ル

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

つ

て

は

百

分

の

四

青
少
年
団
体

十

を

乗

じ

て

得

た

青
少
年
団
体

十

を

乗

じ

て

得

た

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

七
九
〇
円

額
を
加
算
す
る
。

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

七
八
〇
円

額
を
加
算
す
る
。

４

宿

泊

室

を

利

用

４

宿

泊

室

を

利

用

視

聴

覚

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

二
二
〇
円

し

た

場

合

の

専

用

視

聴

覚

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
時
間

二
二
〇
円

し

た

場

合

の

専

用

室

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

使

用

料

及

び

プ

ラ

室

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
及
び

使

用

料

及

び

プ

ラ

青
少
年
団
体

ネ

タ

リ

ウ

ム

室

個

青
少
年
団
体

ネ

タ

リ

ウ

ム

室

個

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

四
五
〇
円

人

使

用

料

は

、

徴

そ
の
他
の
も
の

一
時
間

四
四
〇
円

人

使

用

料

は

、

徴

収
し
な
い
。

収
し
な
い
。

プ

ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム
室
個

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
人
一
回

一
一
〇
円

プ

ラ
ネ

タ
リ

ウ
ム
室
個

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
人
一
回

一
一
〇
円

人
使
用
料

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
、
青

人
使
用
料

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
、
青

少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導
者

少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導
者

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
回

二
三
〇
円

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
回

二
三
〇
円

キ
ャ
ン
プ
場
使
用
料

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
人
一
泊

一
六
〇
円

キ
ャ
ン
プ
場
使
用
料

中
学
生
・
小
学
生(

県
外
利
用

一
人
一
泊

一
五
〇
円
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者
に
限
る
。)

、
高
校
生
、
青

者
に
限
る
。)

、
高
校
生
、
青

少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導
者

少
年
団
体
及
び
そ
の
指
導
者

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

三
一
〇
円

そ
の
他
の
も
の

一
人
一
泊

三
一
〇
円
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改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

公

の

施

設

使

用

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

の
名
称

称

の
名
称

称

授
業
料

（
略
）

授
業
料

（
略
）

県

立

高

等

県

立

高

等

学
校

通

信

教

育

受

（
略
）

学
校

通

信

教

育

受

（
略
）

講
料

講
料

聴
講
料

（
略
）

聴
講
料

（
略
）

運
動
場

一
時
間

二
、
七
五
〇
円

運
動
場

一
時
間

二
、
七
〇
〇
円

照

明

設

備

使

（
略
）

照

明

設

備

使

（
略
）

用
料

用
料

体
育
館

一
時
間

七
六
〇
円

体
育
館

一
時
間

七
五
〇
円
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改

正

案

現

行

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

使
用
料
の
名
称

財
産
の
種
別

単

位

金

額

使
用
料
の
名
称

財
産
の
種
別

単

位

金

額

行
政
財
産
目
的
外
使
用
料

土
地

一
年
一
平
方
メ
ー
ト
ル

県
有
財
産
台
帳
に
登
載
さ
れ
た
当
該
土
地
の
価
格
を
当
該
土

行
政
財
産
目
的
外
使
用
料

土
地

一
年
一
平
方
メ
ー
ト
ル

県
有
財
産
台
帳
に
登
載
さ
れ
た
当
該
土
地
の
価
格
を
当
該
土

地
の
総
面
積
で
除
し
て
得
た
額
に
百
分
の
五(

知
事
が
特
に

地
の
総
面
積
で
除
し
て
得
た
額
に
百
分
の
五(

知
事
が
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
近
傍
の
類
地
の

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
近
傍
の
類
地
の

地
価
を
考
慮
し
て
百
分
の
四
か
ら
百
分
の
六
ま
で
の
範
囲
内

地
価
を
考
慮
し
て
百
分
の
四
か
ら
百
分
の
六
ま
で
の
範
囲
内

に
お
い
て
変
更
し
た
乗
率)

を
乗
じ
て
計
算
し
た
額(

以
下
「

に
お
い
て
変
更
し
た
乗
率)

を
乗
じ
て
計
算
し
た
額(

以
下
「

土
地
単
価
額
」
と
い
う
。)

と

す
る
。
た
だ
し
、
使
用
期
間

土
地
単
価
額
」
と
い
う
。)

と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
期
間

が
一
月
に
満
た
な
い
場
合
及
び
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
の
利

が
一
月
に
満
た
な
い
場
合
及
び
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
の
利

用
に
伴
つ
て
土
地
が
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
土
地
単
価
額
に

用
に
伴
つ
て
土
地
が
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
土
地
単
価
額
に

百
分
の
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

百
分
の
八
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

建
物

一
年
一
平
方
メ
ー
ト
ル

県
有
財
産
台
帳
に
登
載
さ
れ
た
当
該
建
物
の
価
格
を
当
該
建

建
物

一
年
一
平
方
メ
ー
ト
ル

県
有
財
産
台
帳
に
登
載
さ
れ
た
当
該
建
物
の
価
格
を
当
該
建

物
の
延
べ
面
積
で
除
し
て
得
た
額
に
百
分
の
七
を
乗
じ
て
計

物
の
延
べ
面
積
で
除
し
て
得
た
額
に
百
分
の
七
を
乗
じ
て
計

算
し
た
額
と
土
地
使
用
料
相
当
額
を
合
計
し
た
額(

知
事
が

算
し
た
額
と
土
地
使
用

料
相
当
額
を
合
計
し
た
額(

知
事
が

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
物

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
物

の
破
損
の
状
況
、
利
用
効
率
等
を
考
慮
し
て
三
割
以
内
に
お

の
破
損
の
状
況
、
利
用
効
率
等
を
考
慮
し
て
三
割
以
内
に
お

い
て
減
額
又
は
増
額
し
た
額)

に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
計
算

い
て
減
額
又
は
増
額
し

た
額)

に
百
分
の
八
を
乗
じ
て
計
算

し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
は
、
特
に
必

し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
は
、
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
物
の
破
損
の
状
況
、

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
物
の
破
損
の
状
況
、

利
用
効
率
等
を
考
慮
し
て
、
三
割
以
内
に
お
い
て
、
当
該
建

利
用
効
率
等
を
考
慮
し
て
、
三
割
以
内
に
お
い
て
、
当
該
建

物
の
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

物
の
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他

土
地
又
は
建
物
に
準
じ
て
知
事
が
別
に
定
め
る
額

そ
の
他

土
地
又
は
建
物
に
準
じ
て
知
事
が
別
に
定
め
る
額
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正
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行

別
表
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三
（
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三
条
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条
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係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

衛

生

関

係

衛

生

試

験

検

一

理
化
学
検
査

衛

生

関

係

衛

生

試

験

検

一

理
化
学
検
査

事
務

査
手
数
料

医

定
性
分
析

事
務

査
手
数
料

医

定
性
分
析

(一)

(一)

薬

イ

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
四
○
〇
円

薬

イ

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
三
五
〇
円

品

ロ

複
雑
な
も
の

一

成

分

四
、
三
五
〇
円

精

密

機

器

品

ロ

複
雑
な
も
の

一

成

分

四
、
三
○
〇
円

精

密

機

器

分
析

分
析

定
量
分
析

定
量
分
析

(二)

(二)

イ

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
四
○
〇
円

値

、

比

イ

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
三
五
〇
円

値

、

比

ｐＨ

ｐＨ

重

、

融

点

重

、

融

点

等

等

香

ロ

普
通
の
も
の

一

成

分

三
、
一
五
〇
円

崩

壊

試

験

香

ロ

普
通
の
も
の

一

成

分

三
、
一
〇
〇
円

崩

壊

試

験

粧

、

メ

タ

ノ

粧

、

メ

タ

ノ

品

ー

ル

試

験

品

ー

ル

試

験

等

等

ハ

複
雑
な
も
の

一

成

分

五
、
○
〇
〇
円

解

熱

剤

、

ハ

複
雑
な
も
の

一

成

分

四
、
九
○
〇
円

解

熱

剤

、

鎮

痛

剤

等

鎮

痛

剤

等

の

主

成

分

の

主

成

分

そ

の

他

の

そ

の

他

の

分
析

分
析

二

細
菌
検
査

二

細
菌
検
査

衛

一
般
細
菌
数
検
査

一

件

一
、
七
五
〇
円

衛

一
般
細
菌
数
検
査

一

件

一
、
七
○
〇
円

(一)

(一)

生

大
腸
菌
群
検
査

一

件

一
、
七
五
〇
円

生

大
腸
菌
群
検
査

一

件

一
、
七
○
〇
円

(二)

(二)

材

無
菌
試
験

一

件

八
、
八
○
〇
円

材

無
菌
試
験

一

件

八
、
六
五
〇
円

(三)

(三)

料

薬
剤
効
力
試
験

一

件

八
、
八
○
〇
円

料

薬
剤
効
力
試
験

一

件

八
、
六
五
〇
円

(四)

(四)

そ
の
他
の
検
査

一

件

二
、
五
○
〇
円

そ
の
他
の
検
査

一

件

二
、
四
五
〇
円

(五)

(五)

一

理
化
学
検
査

一

理
化
学
検
査

成
分
分
析

成
分
分
析

(一)

(一)

イ

定
性
分
析

イ

定
性
分
析

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
四
○
〇
円

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
三
五
〇
円

(イ)

(イ)

食

複
雑
な
も
の

一

成

分

四
、
三
五
〇
円

精

密

機

器

食

複
雑
な
も
の

一

成

分

四
、
三
○
〇
円

精

密

機

器

(ロ)

(ロ)

品

分
析

品

分
析

ロ

定
量
分
析

ロ

定
量
分
析

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
四
○
〇
円

乳

脂

肪

、

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
三
五
〇
円

乳

脂

肪

、

(イ)

(イ)

酸

度

、

水

酸

度

、

水

分

、

灰

分

分

、

灰

分

、

値
等

、

値
等

ｐＨ

ｐＨ

- 56 -



普
通
の
も
の

一

成

分

四
、
六
五
〇
円

無

脂

乳

固

普
通
の
も
の

一

成

分

四
、
五
五
〇
円

無

脂

乳

固

(ロ)

(ロ)

形
分
等

形
分
等

複
雑
な
も
の

一

成

分

五
、
七
五
〇
円

保

存

料

、

複
雑
な
も
の

一

成

分

五
、
六
五
〇
円

保

存

料

、

(ハ)

(ハ)

重
金
属
等

重
金
属
等

食

特
殊
な
も
の

食

特
殊
な
も
の

(ニ)

(ニ)

品

ａ

有
機
塩
素

一

件

三
○
、
二
〇
〇
円

品

ａ

有
機
塩
素

一

件

二
九
、
七
○
〇
円

添

ｂ

有
機
燐

一

件

二
五
、
一
〇
〇
円

添

ｂ

有
機
燐

一

件

二
四
、
六
○
〇
円

り

ん

り

ん

加

フ
タ
ル
酸
エ
ス
テ
ル

加

フ
タ
ル
酸
エ
ス
テ
ル

物

ｃ

Ｐ
Ｃ
Ｂ

一

件

三
一
、
四
〇
〇
円

物

ｃ

Ｐ
Ｃ
Ｂ

一

件

三
○
、
八
○
〇
円

そ
の
他
の
特
殊
な
も
の

一

件

二
五
、
一
〇
〇
円

そ
の
他
の
特
殊
な
も
の

一

件

二
四
、
六
○
〇
円

(ホ)

(ホ)

栄
養
分
析

一

件

一
〇
、
六
〇
〇
円

水

分

、

た

栄
養
分
析

一

件

一
〇
、
四
〇
〇
円

水

分

、

た

(二)

(二)

ん

白

質

、

ん

白

質

、

脂

質

、

炭

脂

質

、

炭

水

化

物

、

水

化

物

、

灰
分

灰
分

二

細
菌
検
査

二

細
菌
検
査

一
般
細
菌
数
検
査

一

件

一
、
七
五
〇
円

一
般
細
菌
数
検
査

一

件

一
、
七
○
〇
円

(一)

(一)

大
腸
菌
群
検
査

一

件

一
、
七
五
〇
円

大
腸
菌
群
検
査

一

件

一
、
七
○
〇
円

(二)

(二)

そ
の
他
の
培
養
検
査

一

件

二
、
五
○
〇
円

そ
の
他
の
培
養
検
査

一

件

二
、
四
五
〇
円

(三)

(三)

一

理
化
学
検
査
（
食
品
衛
生
法
に

一

理
化
学
検
査
（
食
品
衛
生
法
に

基
づ
く
成
分
規
格
検
査
）

基
づ
く
成
分
規
格
検
査
）

陶
磁
器

一

件

三
、
一
五
〇
円

陶
磁
器

一

件

三
、
一
○
〇
円

(一)

(一)

容

塩
化
ビ
ニ
ー
ル
樹
脂

一

件

一
七
、
二
〇
〇
円

容

塩
化
ビ
ニ
ー
ル
樹
脂

一

件

一
六
、
九
〇
〇
円

(二)

(二)

器

そ
の
他
の
合
成
樹
脂

一

件

五
、
○
〇
〇
円

器

そ
の
他
の
合
成
樹
脂

一

件

四
、
九
○
〇
円

(三)

(三)

そ
の
他
の
検
査

一

件

食

品

添

加

物
の

各

項

そ
の
他
の
検
査

一

件

食

品

添

加

物

の

各

項

(四)

(四)

目

の
う

ち

類

似
す

る

目

の

う

ち

類

似

す

る

項
目
の
金
額

項
目
の
金
額

二

細
菌
検
査

二

細
菌
検
査

包

一
般
細
菌
数
検
査

一

件

一
、
七
五
〇
円

包

一
般
細
菌
数
検
査

一

件

一
、
七
○
〇
円

(一)

(一)

装

大
腸
菌
群
検
査

一

件

一
、
七
五
〇
円

装

大
腸
菌
群
検
査

一

件

一
、
七
○
〇
円

(二)

(二)

そ
の
他
の
培
養
検
査

一

件

二
、
五
○
〇
円

そ
の
他
の
培
養
検
査

一

件

二
、
四
五
〇
円

(三)

(三)

一

一
般
水
質
検
査

一

一
般
水
質
検
査

理
化
学
検
査

理
化
学
検
査

(一)

(一)

イ

定
性
分
析

イ

定
性
分
析

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
〇
〇
〇
円

簡
易
な
も
の

一

成

分

一
、
○
○
〇
円

(イ)

(イ)

複
雑
な
も
の

一

成

分

三
、
六
五
〇
円

精

密

機

器

複
雑
な
も
の

一

成

分

三
、
五
五
〇
円

精

密

機

器

(ロ)

(ロ)

ロ

定
量
分
析

分
析

ロ

定
量
分
析

分
析

簡
易
な
も
の

簡
易
な
も
の

(イ)

(イ)

一

成

分

一
、
一
〇
〇
円

ｐ

Ｈ

値

、

一

成

分

一
、
一
〇
〇
円

ｐ

Ｈ

値

、

Ｏ

Ｒ

Ｐ

、

Ｏ

Ｒ

Ｐ

、

普
通
の
も
の

透

視

度

等

普
通
の
も
の

透

視

度

等

(ロ)

(ロ)

一

成

分

二
、
九
〇
〇
円

浮

遊

物

質

一

成

分

二
、
八
○
〇
円

浮

遊

物

質

量

、

塩

化

量

、

塩

化

物

イ

オ

ン

物

イ

オ

ン

、

溶

解

性

、

溶

解

性

複
雑
な
も
の

物
質
等

複
雑
な
も
の

物
質
等

(ハ)

(ハ)

一

成

分

四
、
三
五
〇
円

Ｃ

Ｏ

Ｄ

、

一

成

分

四
、
三
○
〇
円

Ｃ

Ｏ

Ｄ

、

生

物

化

学

生

物

化

学
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的

酸

素

要

的

酸

素

要

求

量

、

栄

求

量

、

栄

養

塩

類

、

養

塩

類

、

フ

ェ

ノ

ー

フ

ェ

ノ

ー

ル

類

、

油

ル

類

、

油

水

分

、

シ

ア

水

分

、

シ

ア

非
常
に
複
雑
な
も
の

ン
等

非
常
に
複
雑
な
も
の

ン
等

(ニ)

(ニ)

一

成

分

七
、
○
○
〇
円

鉛

、

カ

ド

一

成

分

六
、
八
五
〇
円

鉛

、

カ

ド

ミ

ニ

ウ

ム

ミ

ニ

ウ

ム

、

ヒ

素

、

、

ヒ

素

、

ク

ロ

ム

、

ク

ロ

ム

、

銅

、

鉄

、

銅

、

鉄

、

マ

ン

ガ

ン

マ

ン

ガ

ン

特
殊
な
も
の

、

水

銀

等

特
殊
な
も
の

、

水

銀

等

(ホ)

(ホ)

質

一

件

二
五
、
一
〇
〇
円

有

機

燐

、

質

一

件

二
四
、
六
○
〇
円

有

機

燐

、

り
ん

り
ん

有

機

塩

素

有

機

塩

素

、

有

機

水

、

有

機

水

銀
等

銀
等

一

件

三
一
、
四
〇
〇
円

Ｐ
Ｃ
Ｂ

一

件

三
○
、
八
○
〇
円

Ｐ
Ｃ
Ｂ

一

件

二
五
、
一
〇
〇
円

そ

の

他

の

一

件

二
四
、
六
○
〇
円

そ

の

他

の

細
菌
検
査

特
殊
試
験

細
菌
検
査

特
殊
試
験

(二)

(二)

イ

一
般
細
菌
数
検
査

イ

一
般
細
菌
数
検
査

ロ

大
腸
菌
群
検
査

一

件

一
、
七
五
〇
円

ロ

大
腸
菌
群
検
査

一

件

一
、
七
○
〇
円

ハ

大
腸
菌
群
最
確
数
検
査

一

件

一
、
七
五
〇
円

ハ

大
腸
菌
群
最
確
数
検
査

一

件

一
、
七
○
〇
円

ニ

そ
の
他
の
培
養
検
査

一

件

二
、
五
○
〇
円

ニ

そ
の
他
の
培
養
検
査

一

件

二
、
四
五
〇
円

一

件

二
、
五
○
〇
円

一

件

二
、
四
五
〇
円

土

一

理
化
学
検
査

土

一

理
化
学
検
査

壌

含
水
率
検
査

一

成

分

一
、
五
○
〇
円

壌

含
水
率
検
査

一

成

分

一
、
四
五
〇
円

(一)

(一)

底

し
や
く
熱
減
量
試
験

一

成

分

二
、
五
○
〇
円

底

し
や
く
熱
減
量
試
験

一

成

分

二
、
四
五
〇
円

(二)

(二)

質

定
性
定
量
分
析

一

成

分

衛

生

関

係

事
務

の
項

質

定
性
定
量
分
析

一

成

分

衛

生

関

係

事

務

の

項

(三)

(三)

の

一

般

水

質
検

査
の

の

一

般

水

質

検

査

の

廃

各

項

目

の

う
ち

類

似

廃

各

項

目

の

う

ち

類

似

棄

す
る
項
目
の
金
額

棄

す
る
項
目
の
金
額

物

溶
出
処
理

一

件

二
、
二
五
〇
円

物

溶
出
処
理

一

件

二
、
二
○
〇
円

(四)

(四)

一

室
内
環
境
衛
生
試
験

一

室
内
環
境
衛
生
試
験

簡
易
な
も
の

一

箇

所

一
、
〇
〇
〇
円

気

温

、

湿

簡
易
な
も
の

一

箇

所

一
、
○
○
〇
円

気

温

、

湿

(一)

(一)

一

項

目

度

、

気

圧

一

項

目

度

、

気

圧

、

照

度

、

、

照

度

、

ふ

く

射

熱

ふ

く

射

熱

、

紫

外

線

、

紫

外

線

、

浮

遊

粉

、

浮

遊

粉

じ

ん

量

、

じ

ん

量

、

気

流

、

落

気

流

、

落

下

細

菌

等

下

細

菌

等

複
雑
な
も
の

一

箇

所

二
、
五
○
〇
円

二

酸

化

硫

複
雑
な
も
の

一

箇

所

二
、
四
五
〇
円

二

酸

化

硫

(二)

(二)

一

成

分

黄

、

二

酸

一

成

分

黄

、

二

酸

化

窒

素

、

化

窒

素

、

二

酸

化

炭

二

酸

化

炭
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素

、

一

酸

素

、

一

酸

化

炭

素

、

化

炭

素

、

硫

化

水

素

硫

化

水

素

、

ホ

ル

ム

、

ホ

ル

ム

ア

ル

デ

ヒ

ア

ル

デ

ヒ

ド
等

ド
等

二

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年

二

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年

環

法
律
第
九
十
一
号
）
に
よ
る
定
量

環

法
律
第
九
十
一
号
）
に
よ
る
定
量

分
析

分
析

ア
ン
モ
ニ
ア

一

箇

所

五
、
○
〇
〇
円

ア
ン
モ
ニ
ア

一

箇

所

四
、
九
○
〇
円

(一)

(一)

境

一

成

分

境

一

成

分

硫
化
水
素

一

箇

所

一
一
、
九
〇
〇
円

硫
化
水
素

一

箇

所

一
一
、
七
〇
〇
円

(二)

(二)

一

成

分

一

成

分

衛

メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン

一

箇

所

一
一
、
九
〇
〇
円

衛

メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン

一

箇

所

一
一
、
七
〇
〇
円

(三)

(三)

一

成

分

一

成

分

硫
化
メ
チ
ル

一

箇

所

一
一
、
九
〇
〇
円

硫
化
メ
チ
ル

一

箇

所

一
一
、
七
〇
〇
円

(四)

(四)

生

一

成

分

生

一

成

分

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

一

箇

所

一
一
、
九
〇
〇
円

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

一

箇

所

一
一
、
七
〇
〇
円

(五)

(五)

一

成

分

一

成

分

そ
の
他

一

箇

所

一
一
、
九
〇
〇
円

そ
の
他

一

箇

所

一
一
、
七
〇
〇
円

(六)

(六)

一

成

分

一

成

分

一

中
分
析
試
験

一

件

六
六
、
九
〇
〇
円

温

泉

法

（

一

中
分
析
試
験

一

件

六
五
、
七
○
〇
円

温

泉

法

（

昭

和

二

十

昭

和

二

十

三

年

法

律

三

年

法

律

第

百

二

十

第

百

二

十

五

号

）

第

五

号

）

第

十

五

条

第

十

五

条

第

一

項

の

許

一

項

の

許

可

及

び

同

可

及

び

同

法

第

十

八

法

第

十

八

条

第

一

項

条

第

一

項

の

掲

示

に

の

掲

示

に

係

る

検

査

係

る

検

査

に

あ

つ

て

に

あ

つ

て

は

、

五

八

は

、

五

八

、

〇

〇

〇

、

〇

〇

〇

円

と

す

る

円

と

す

る

。

。

二

小
分
析
試
験

一

件

三
三
、
四
〇
〇
円

二

小
分
析
試
験

一

件

三
二
、
八
〇
〇
円

三

湯
華
の
試
験

一

件

六
六
、
九
〇
〇
円

三

湯
華
の
試
験

一

件

六
五
、
七
○
〇
円

四

ラ
ジ
ウ
ム
エ
マ
ナ
チ
オ
ン
試
験

一

件

一
七
、
○
〇
〇
円

四

ラ
ジ
ウ
ム
エ
マ
ナ
チ
オ
ン
試
験

一

件

一
六
、
七
〇
〇
円

五

そ
の
他
の
理
化
学
検
査

五

そ
の
他
の
理
化
学
検
査

普
通
の
も
の

一

成

分

二
、
三
○
〇
円

過

マ

ン

ガ

普
通
の
も
の

一

成

分

二
、
二
五
〇
円

過

マ

ン

ガ

(一)

(一)

ン

酸

カ

リ

ン

酸

カ

リ

ウ

ム

消

費

ウ

ム

消

費

量
等

量
等

複
雑
な
も
の

一

成

分

四
、
○
五
〇
円

一

フ

ッ

複
雑
な
も
の

一

成

分

三
、
九
五
〇
円

一

フ

ッ

(二)

(二)

素
等

素
等

二

温

泉

二

温

泉
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法

第

十

法

第

十

五

条

第

五

条

第

一

項

の

一

項

の

許

可

及

許

可

及

温

び

同

法

温

び

同

法

第

十

八

第

十

八

条

第

一

条

第

一

項

の

掲

項

の

掲

示

に

係

示

に

係

泉

る

検

査

泉

る

検

査

に

あ

つ

に

あ

つ

て

は

、

て

は

、

三

、

五

三

、

五

〇

〇

円

〇

〇

円

と

す

る

と

す

る

。

。

非
常
に
複
雑
な
も
の

一

成

分

七
、
○
○
〇
円

一

鉛

、

非
常
に
複
雑
な
も
の

一

成

分

六
、
八
五
○
円

一

鉛

、

(三)

(三)

銅

、

水

銅

、

水

銀
等

銀
等

二

温

泉

二

温

泉

法

第

十

法

第

十

五

条

第

五

条

第

一

項

の

一

項

の

許

可

及

許

可

及

び

同

法

び

同

法

第

十

八

第

十

八

条

第

一

条

第

一

項

の

掲

項

の

掲

示

に

係

示

に

係

る

検

査

る

検

査

に

あ

つ

に

あ

つ

て

は

、

て

は

、

六

、

三

六

、

三

五

〇

円

五

〇

円

と

す

る

と

す

る

。

。

六

可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
の
測

一

件

一
二
、
六
〇
〇
円

六

可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
の
測

一

件

一
二
、
三
〇
〇
円

定

定

七

細
菌
検
査

七

細
菌
検
査

一
般
細
菌
数
検
査

一

成

分

一
、
六
〇
〇
円

一
般
細
菌
数
検
査

一

成

分

一
、
六
○
○
円

(一)

(一)

大
腸
菌
群
検
査

一

成

分

一
、
六
〇
〇
円

大
腸
菌
群
検
査

一

成

分

一
、
六
○
〇
円

(二)

(二)

そ

一

そ
の
他
の
試
験
検
査

一

件

別

表

第

一

の
保

健

所

そ

一

そ
の
他
の
試
験
検
査

一

件

別

表

第

一

の

保

健

所

の

の

項

の

各

項
目

の
う

の

の

項

の

各

項

目

の

う

他

ち

類

似
す

る
項

目
の

他

ち

類

似

す

る

項

目

の

金
額

金
額

文
書
料

診

一
般
診
断
書

一

件

一
、
一
〇
〇
円

文
書
料

診

一
般
診
断
書

一

件

一
、
一
〇
〇
円

断

厚
生
年
金
診
断
書

一

件

三
、
三
○
○
円

断

厚
生
年
金
診
断
書

一

件

三
、
二
五
〇
円

書

国
民
年
金
診
断
書

一

件

三
、
三
○
○
円

書

国
民
年
金
診
断
書

一

件

三
、
二
五
〇
円
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恩
給
診
断
書

一

件

三
、
三
○
○
円

恩
給
診
断
書

一

件

三
、
二
五
〇
円

証

一
般
証
明
書

一

通

一
、
一
〇
〇
円

証

一
般
証
明
書

一

通

一
、
一
〇
〇
円

明

特
別
な
証
明
書
（
診
療
明
細
の
添
付

一

通

二
、
二
〇
〇
円

明

特
別
な
証
明
書
（
診
療
明
細
の
添
付

一

通

二
、
一
五
〇
円

書

等
）

書

等
）

証
明
料

一

件

四
〇
〇
円

証
明
料

一

件

四
〇
〇
円
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改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

毒

物

劇

物

（
略
）

毒

物

劇

物

（
略
）

関
係
事
務

関
係
事
務

毒
物
劇
物
製

製
剤
製
造
業
者
等
に
限
る
。

一
件

二
七
、
二
〇
〇
円

毒

物

劇

物

製

製
剤
製
造
業
者
等
に
限
る
。

一
件

二
七
、
二
〇
〇
円

造

業

又

は

輸

造

業

又

は

輸

入

業

登

録

手

製
剤
製
造
業
者
等
を
除
く
。

一
件

二
〇
、
七
〇
〇
円

入
業
登
録
手

製
剤
製
造
業
者
等
を
除
く
。

一
件

二
〇
、
六
〇
〇
円

数
料

数
料

（
略
）

（
略
）
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改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

（
略
）

（
略
）

動
物
愛
護

犬
の
引
取

生
後
九
一
日
以
上
の
犬

一
頭

二
、
一
〇
〇
円

動
物
愛
護

犬
の
引
取

生
後
九
一
日
以
上
の
犬

一
頭

二
、
〇
五
〇
円

管
理
事
務

管
理
事
務

手
数
料

生
後
九
一
日
未
満
の
犬

一
頭

四
二
〇
円

手
数
料

生
後
九
一
日
未
満
の
犬

一
頭

四
一
〇
円

（
略
）

（
略
）
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事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

（
略
）
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

危

険

物

規

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

危

険

物

規

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

制

関

係

事

制

関

係

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

危

険

物

取

扱

甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

一
件

六
、
六
○
○
円

危

険

物

取

扱

甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

一
件

六
、
五
○
○
円

者

試

験

手

数

者

試

験

手

数

料

乙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

一
件

四
、
六
○
○
円

料

乙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

一
件

四
、
五
○
○
円

丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

一
件

三
、
七
○
○
円

丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

一
件

三
、
六
○
○
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
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事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

火

薬

類

関

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

火

薬

類

関

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

係
事
務

係
事
務

保

安

責

任

者

一
件

一
八
、
〇
〇
〇
円

保

安

責

任

者

一
件

一
七
、
〇
〇
〇
円

試
験
手
数
料

試
験
手
数
料

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

高

圧

ガ

ス

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

高

圧

ガ

ス

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

関
係
事
務

関
係
事
務

高

圧

ガ

ス

製

乙
種
化
学
責
任
者
免
状

一
件

九
、
三
〇
〇
円

行

政

手

続

等

に

高

圧

ガ

ス

製

乙
種
化
学
責
任
者
免
状

一
件

九
、
〇
〇
〇
円

行

政

手

続

等

に

造

保

安

責

任

お

け

る

情

報

通

造

保

安

責

任

お

け

る

情

報

通

者

試

験

手

数

丙
種
化
学
責
任
者
免
状

一
件

八
、
七
〇
〇
円

信

の

技

術

の

利

者

試

験

手

数

丙
種
化
学
責
任
者
免
状

一
件

八
、
四
〇
〇
円

信

の

技

術

の

利

料

用

に

関

す

る

法

料

用

に

関

す

る

法

乙
種
機
械
責
任
者
免
状

一
件

九
、
三
〇
〇
円

律

第

三

条

第

一

乙
種
機
械
責
任
者
免
状

一
件

九
、
〇
〇
〇
円

律

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

項

の

規

定

に

よ

第
二
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状

一
件

九
、
三
〇
〇
円

り

同

項

に

規

定

第
二
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状

一
件

九
、
〇
〇
〇
円

り

同

項

に

規

定

す

る

電

子

情

報

す

る

電

子

情

報

第
三
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状

一
件

八
、
七
〇
〇
円

処

理

組

織

を

使

第
三
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状

一
件

八
、
四
〇
〇
円

処

理

組

織

を

使

用

し

て

受

験

願

用

し

て

受

験

願

高

圧

ガ

ス

販

第
一
種
販
売
主
任
者
免
状

一
件

七
、
九
〇
〇
円

書

を

提

出

す

る

高

圧

ガ

ス

販

第
一
種
販
売
主
任
者
免
状

一
件

七
、
六
〇
〇
円

書

を

提

出

す

る

売

主

任

者

試

場

合

（

以

下

「

売

主

任

者

試

場

合

（

以

下

「

験
手
数
料

第
二
種
販
売
主
任
者
免
状

一
件

六
、
二
〇
〇
円

電

子

情

報

処

理

験
手
数
料

第
二
種
販
売
主
任
者
免
状

一
件

六
、
〇
〇
〇
円

電

子

情

報

処

理

組

織

に

よ

り

受

組

織

に

よ

り

受

験

願

書

を

提

出

験

願

書

を

提

出

す

る

場

合

」

と

す

る

場

合

」

と

い

う

。

）

に

お

い

う

。

）

に

お

け

る

手

数

料

は

け

る

手

数

料

は

、

そ

れ

ぞ

れ

上

、

そ

れ

ぞ

れ

上

記

の

金

額

か

ら

記

の

金

額

か

ら

五

〇

〇

円

を

減

五

〇

〇

円

を

減

じ

て

得

た

金

額

じ

て

得

た

金

額

と
す
る
。

と
す
る
。
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

液

化

石

油

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

液

化

石

油

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ガ

ス

関

係

ガ

ス

関

係

事
務

液

化

石

油

ガ

一
件

二
一
、
四
〇
〇
円

電

子

情

報

処

理

事
務

液

化

石

油

ガ

一
件

二
〇
、
七
〇
〇
円

電

子

情

報

処

理

ス

設

備

士

試

組

織

に

よ

り

受

ス

設

備

士

試

組

織

に

よ

り

受

験
手
数
料

験

願

書

を

提

出

験
手
数
料

験

願

書

を

提

出

す

る

場

合

に

あ

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

二

〇

つ

て

は

、

二

〇

、

九

〇

〇

円

と

、

二

〇

〇

円

と

す
る
。

す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

電

気

工

事

電

気

工

事

士

第
一
種
電
気
工
事
士
免
状

一
件

六
、
○
〇
〇
円

電

気

工

事

電

気

工

事

士

第
一
種
電
気
工
事
士
免
状

一
件

五
、
九
〇
〇
円

士

関

係

事

免

状

交

付

手

士

関

係

事

免

状

交

付

手

務

数
料

第
二
種
電
気
工
事
士
免
状

一
件

五
、
三
○
○
円

務

数
料

第
二
種
電
気
工
事
士
免
状

一
件

五
、
二
〇
〇
円

電

気

工

事

士

一
件

二
、
七
○
○
円

電

気

工

事

士

一
件

二
、
六
〇
〇
円

免

状

再

交

付

免

状

再

交

付

手
数
料

手
数
料

電

気

工

事

士

一
件

二
、
一
〇
〇
円

電

気

工

事

士

一
件

二
、
〇
〇
〇
円

免

状

書

換

え

免

状

書

換

え

手
数
料

手
数
料

（
略
）

（
略
）

採

石

関

係

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

採

石

関

係

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

事
務

事
務

採

石

業

務

管

一
件

八
、
一
〇
〇
円

採

石

業

務

管

一
件

八
、
〇
〇
〇
円

理

者

試

験

手

理

者

試

験

手

数
料

数
料

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
第
三
条
、
第
三
条
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別
表
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事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

産

業

科

学

分

析

試

験

加

一

化
学
定
性
分
析

産

業

科

学

分

析

試

験

加

一

化
学
分
析

蛍

光

Ｘ

線

関
係
事
務

工
手
数
料

Ｘ
線
回
折

一

件

四
、
三
五
〇
円

関
係
事
務

工
手
数
料

定
性
分
析

分

析

、

Ｘ

(一)

(一)

赤
外
分
光

一

件

四
、
三
五
〇
円

イ

機
器
定
性
分
析

線

回

析

分

(二)

発
光
分
析

一

件

四
、
三
五
〇
円

一
般
機
器
定
性
分
析

一

件

四
、
三
○
〇
円

析

及

び

発

(三)

(イ)

Ｆ
Ｅ
―
Ｓ
Ｅ
Ｍ
／
Ｅ
Ｄ
Ｓ
（
基
本
）

一

点

一
二
、
三
〇
〇
円

特
殊
機
器
定
性
分
析

光

分

光

分

(四)

(ロ)

Ｆ
Ｅ
―
Ｓ
Ｅ
Ｍ
／
Ｅ
Ｄ
Ｓ
（
追
加
）

一

点

二
、
八
五
〇
円

ａ

Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ

析

(五)

石
灰
定
性
分
析

一

件

一
、
四
〇
〇
円

(

ａ)

基
本

一

点

一
二
、
一
〇
〇
円

(六)

そ
の
他
の
定
性
分
析

一

件

化

学
定

性

分

析
の

う

(

ｂ)

測
定
点
追
加

一

点

二
、
八
〇
〇
円

(七)

ち

類

似

す

る
項

目
の

ロ

そ
の
他
の
定
性
分
析

一
成
分

一
、
三
五
〇
円

金
額

定
量
分
析

(二)
イ

金
属
分
析

二

化
学
定
量
分
析

一
般
項
目

一
成
分

二
、
七
○
〇
円

(イ)

水
素
イ
オ
ン
濃
度
測
定

一

件

一
、
三
五
〇
円

特
殊
項
目

一
成
分

六
、
九
○
〇
円

(一)

(ロ)

元
素
分
析
（
基
本
）

一
成
分

六
、
九
五
〇
円

ロ

鉱
産
物
分
析

(二)

元
素
分
析
（
追
加
）

一
成
分

二
、
七
五
〇
円

簡
易
項
目

一
成
分

一
、
三
五
〇
円

(三)

(イ)

滴
定
法
に
よ
る
分
析

一
成
分

三
、
六
〇
〇
円

一
般
項
目

一
成
分

三
、
五
五
〇
円

(四)

(ロ)

重
量
法
に
よ
る
分
析

一
成
分

七
、
〇
五
〇
円

特
殊
項
目

一
成
分

六
、
八
五
〇
円

(五)

(ハ)

食
品
衛
生
法
に
よ
る
規
格
試
験

一
成
分

一
、
七
五
〇
円

ハ

食
品
分
析

(六)

溶
出
処
理

一

件

二
、
二
五
〇
円

し
よ
う
ゆ
Ｊ
Ａ
Ｓ
規
格
検
査

一
成
分

一
、
一
五
〇
円

(七)

(イ)

そ
の
他
の
定
量
分
析

一
成
分

化

学

定

量

分
析

の
う

一
般
食
品
分
析

(八)

(ロ)

ち

類

似

す

る
項

目

の

ａ

簡
易
項
目

一
成
分

一
、
三
五
〇
円

金
額

ｂ

一
般
項
目

一
成
分

一
、
七
○
〇
円

ｃ

特
殊
項
目

一
成
分

四
、
五
五
〇
円

三

理
化
学
試
験

培
養
検
査

一

件

四
、
一
五
〇
円

(ハ)

比
重

一

件

一
、
三
五
〇
円

ニ

燃
料
及
び
油
分
析

(一)

見
か
け
比
重

一

件

一
、
五
五
〇
円

簡
易
項
目

一
成
分

一
、
六
五
〇
円

(二)

(イ)

石
灰
比
重

一

件

四
、
四
五
〇
円

一
般
項
目

一
成
分

二
、
八
〇
〇
円

(三)

(ロ)

粒
度
分
布

一

件

七
、
〇
〇
〇
円

特
殊
項
目

一
成
分

五
、
三
五
〇
円

(四)

(ハ)

曲
げ
・
引
張
・
圧
縮
試
験

一

件

一
、
七
五
〇
円

ホ

用
水
及
び
排
水
分
析

(五)

Ｆ
Ｅ
―
Ｓ
Ｅ
Ｍ
観
察
（
基
本
）

一
視
野

八
、
三
五
〇
円

簡
易
項
目

一
成
分

一
、
三
五
〇
円

(六)

(イ)

Ｆ
Ｅ
―
Ｓ
Ｅ
Ｍ
観
察
（
追
加
）

一
視
野

二
、
六
〇
〇
円

一
般
項
目

一
成
分

三
、
五
五
〇
円

(七)

(ロ)

そ
の
他
の
理
化
学
試
験

一

件

理

化

学

試

験
の

う

ち

特
殊
項
目

一
成
分

六
、
八
五
〇
円

(八)

(ハ)

類

似
す

る
項

目
の

金

ヘ

産
業
廃
棄
物
分
析

額

簡
易
項
目

一
成
分

一
、
三
五
〇
円

(イ)

一
般
項
目

一
成
分

三
、
五
五
〇
円

(ロ)

四

食
品
分
析

特
殊
項
目

一
成
分

六
、
八
五
〇
円

(ハ)
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水
分

一
成
分

一
、
七
五
〇
円

溶
出
処
理

一

件

二
、
二
○
〇
円

(一)

(ニ)

灰
分

一
成
分

一
、
七
五
〇
円

ト

食
品
衛
生
法
に
よ
る
規
格
検
査

一
成
分

一
、
七
○
〇
円

(二)

た
ん
ぱ
く
質

一
成
分

一
、
七
五
〇
円

チ

そ
の
他
の
分
析

一
成
分

一

の

（

二

）

の

う

ち

(三)

脂
質

一
成
分

四
、
六
五
〇
円

類

似

す

る

項

目

の

金

(四)

食
塩
相
当
量

一
成
分

四
、
六
五
〇
円

額

(五)

ナ
ト
リ
ウ
ム
・
カ
リ
ウ
ム

一
成
分

四
、
六
五
〇
円

(六)

そ
の
他
の
無
機
質
（
日
本
食
品
標

一
成
分

四
、
六
五
〇
円

二

物
理
試
験

(七)
準
成
分
表
収
載
元
素
の
一
部
）

一
般
理
化
学
試
験

(一)

簡
易
の
測
定
機
器
に
よ
る
も
の

一
成
分

一
、
三
五
〇
円

イ

簡
易
項
目

一
項
目

一
、
五
五
〇
円

(八)

水
分
活
性

一
成
分

一
、
七
五
〇
円

ロ

一
般
項
目

一
項
目

四
、
三
五
〇
円

(九)

滴
定
に
よ
る
も
の

一
成
分

一
、
七
五
〇
円

ハ

特
殊
項
目

一
項
目

六
、
八
五
〇
円

(十)

分
光
分
析

一
成
分

一
、
七
五
〇
円

高
分
子
材
料
及
び
製
品
試
験

(二)

Ｌ
Ｃ
分
析

一
成
分

四
、
六
五
〇
円

イ

簡
易
項
目

一
項
目

一
、
三
五
〇
円

Ｇ
Ｃ
分
析

一
成
分

四
、
六
五
〇
円

ロ

一
般
項
目

一
項
目

一
、
七
○
〇
円

培
養
検
査
（
一
般
細
菌
数
・
大

一
成
分

四
、
二
五
〇
円

ハ

特
殊
項
目

一
項
目

三
、
五
五
〇
円

腸
菌
群
等
）

無
機
材
料
及
び
製
品
試
験

(三)

し
ょ
う
ゆ
Ｊ
Ａ
Ｓ
格
付
用
検
査

一
成
分

一
、
二
〇
〇
円

イ

骨
材
試
験

他
項
目
の
結
果
よ
り
算
出
す
る

一
成
分

一
、
三
五
〇
円

比
重
試
験

(イ)

も
の

ａ

粗
骨
材

一

件

二
、
五
五
〇
円

そ
の
他
の
食
品
分
析

一
成
分

食

品

分

析

の
う

ち

類

ｂ

細
骨
材

一

件

二
、
八
〇
〇
円

似
す
る
項
目
の
金
額

吸
水
量
試
験

(ロ)
ａ

粗
骨
材

一

件

一
、
七
○
〇
円

五

形
状
・
寸
法
測
定

ｂ

細
骨
材

一

件

二
、
二
○
〇
円

ス
モ
ー
ル
ツ
ー
ル
の
精
度
測
定

一

件

一
、
四
五
〇
円

単
位
容
積
重
量
試
験

一

件

一
、
七
○
〇
円

(一)

(ハ)

機
械
器
具
に
よ
る
精
密
測
定

ふ
る
い
分
け
試
験

一

件

二
、
五
五
〇
円

(二)

(ニ)

イ

三
次
元
測
定
機
に
よ
る
測
定

一

件

三
、
六
〇
〇
円

洗
い
試
験

一

件

二
、
八
〇
〇
円

(ホ)

ロ

表
面
粗
さ
測
定
機
に
よ
る
精
密

一

件

二
、
四
五
〇
円

有
機
不
純
物
試
験

一

件

一
、
七
○
〇
円

(ヘ)

測
定

塩
化
物
試
験

一

件

二
、
四
五
〇
円

(ト)

ハ

真
円
度
測
定
機
に
よ
る
精
密
測

一

件

一
、
五
五
〇
円

す
り
減
り
試
験

一

件

四
、
三
○
〇
円

(チ)

定

安
定
性
試
験

一

件

一
七
、
四
〇
〇
円

(リ)

ニ

そ
の
他
の
器
具
に
よ
る
測
定

一
項
目

一
、
四
五
〇
円

粘
土
塊
試
験

一

件

三
、
五
五
〇
円

(ヌ)

そ
の
他
の
測
定
検
査

一
項
目

五

（

二

）

の
う

ち
類

比
重
一
・
九
五
に
浮
く
骨
材
料
試
験

一

件

五
、
五
五
〇
円

(三)

(ル)

似
す
る
項
目
の
金
額

軟
石
量
試
験

一

件

三
、
七
五
〇
円

(ヲ)
ロ

製
品
試
験

六

機
械
設
計
・
解
析
・
加
工

圧
縮
試
験

一

件

一
、
一
〇
〇
円

(イ)

Ｃ
Ａ
Ｅ
に
よ
る
解
析

一

件

実

費

曲
げ
試
験

一

件

九
九
〇
円

(一)

(ロ)

工
作
機
械
に
よ
る
加
工

一

件

実

費

吸
水
試
験

一

件

九
四
〇
円

(二)

(ハ)

Ｃ
Ａ
Ｄ
に
よ
る
設
計

一

件

実

費

透
水
試
験

一

件

七
四
〇
円

(三)

(ニ)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
キ
ャ
ッ
ピ
ン
グ

一

件

九
四
〇
円

(ホ)

凍
害
試
験

一

件

五
、
六
五
〇
円

(ヘ)顕
微
鏡
観
察
・
写
真

(四)

七

金
属
材
料
試
験

イ

電
子
顕
微
鏡

硬
さ
試
験

一

件

七
四
〇
円

四

点

ま

で

の

基
本

一
視
野

六
、
二
〇
〇
円

(一)

(イ)

測

定

と

し

、

視
野
追
加

一
視
野

二
、
一
○
〇
円

(ロ)

一

点

増

す

ご

ロ

高
分
解
能
走
査
電
子
顕
微
鏡

と

に

五

七

円

基
本

一
視
野

八
、
二
〇
〇
円

(イ)

を
加
え
る
。

視
野
追
加

一
視
野

二
、
五
五
〇
円

(ロ)

曲
げ
試
験

一

件

一
、
四
五
〇
円

ハ

光
学
顕
微
鏡

一
視
野

二
、
八
〇
〇
円

(二)

引
張
試
験

そ
の
他
の
試
験

一

件

二
の
う
ち
類
似
す
る

(三)

(五)

( )
十
七( )

十
六( )
十
五( )

十
四( )
十
三( )
十
二( )
十
一
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イ

鋼
材
・
鋳
物

一

件

一
、
一
〇
〇
円

項
目
の
金
額

ロ

鉄
筋

一

件

一
、
四
五
〇
円

金
属
顕
微
鏡
試
験

一
視
野

二
、
四
五
〇
円

(四)

衝
撃
試
験

一

件

六
三
〇
円

(五)

実
体
・
抗
折

一

件

一
、
四
五
〇
円

(六)

マ
ク
ロ
試
験

一

件

一
、
一
〇
〇
円

(七)

三

機
械
金
属
試
験

四

点

ま

で

の

八

電
子
材
料
試
験

金
属
材
料
試
験

測

定

と

し

、

(一)

固
体
材
料
の
反
射
率
・
透
過
率

一

件

一
、
六
〇
〇
円

イ

硬
さ
試
験

一

件

七
三
〇
円

一

点

増

す

ご

(一)
測
定

と

に

五

七

円

を
加
え
る
。

九

電
磁
波
試
験

雑
音
電
界
強
度
測
定

一

件

二
五
、
〇
〇
〇
円

(一)

雑
音
端
子
電
圧
測
定

一

件

一
三
、
一
〇
〇
円

ロ

曲
げ
試
験

一

件

一
、
四
五
〇
円

(二)

雑
音
電
力
測
定

一

件

一
三
、
〇
〇
〇
円

ハ

引
張
試
験

(三)

放
射
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

一

件

三
七
、
三
〇
〇
円

鋼
材
・
鋳
物

一

件

一
、
一
〇
〇
円

(四)

(イ)

伝
導
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

一

件

一
二
、
〇
〇
〇
円

鉄
筋

一

件

一
、
四
五
〇
円

(五)

(ロ)

静
電
気
放
電
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

一

件

五
、
三
五
〇
円

ニ

金
属
類
顕
微
鏡
試
験

一
視
野

二
、
四
○
〇
円

(六)

雷
サ
ー
ジ
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

一

件

五
、
三
五
〇
円

ホ

衝
撃
試
験

一

件

六
二
〇
円

(七)

電
気
的
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ン
ジ
ェ
ン

一

件

五
、
三
五
〇
円

ヘ

実
体
・
抗
折

一

件

一
、
四
五
〇
円

(八)
ト
／
バ
ー
ス
ト
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

ト

マ
ク
ロ
試
験

一

件

一
、
一
〇
〇
円

厚

さ

五

〇

ミ

ア
ン
テ
ナ
パ
タ
ー
ン
測
定

一

件

一
一
、
〇
〇
〇
円

金
属
非
破
壊
試
験

リ
メ
ー
ト
ル

(九)

(二)
イ

工
業
用
Ｘ
線
探
傷
試
験

一

件

二
、
三
五
〇
円

ま

で

、

三

〇

十

磁
性
材
料
試
験

セ

ン

チ

メ

ー

磁
気
試
験

一

件

三
八
、
七
〇
〇
円

ト
ル
ご
と

(一)

磁
界
解
析

一

件

実

費

(二)

残
留
応
力
測
定
（
基
本
）

一

件

六
、
八
〇
〇
円

〇

・

五

平

方

(三)

残
留
応
力
測
定
（
追
加
）

一

点

一
、
九
五
〇
円

ロ

Ｘ
線
等
級
分
類
試
験

一

件

六
二
〇
円

メ

ー

ト

ル

ご

(四)

ハ

超
音
波
探
傷
試
験

一

件

九
九
〇
円

と

十
一

そ
の
他

ラ

イ

カ

判

一

試
験
書
及
び
分
析
書
の
写
し

一

枚

四
一
〇
円

〇

枚

ま

で

と

(一)

証
明
書

一

通

四
一
〇
円

ニ

超
音
波
探
傷
試
験
写
真

一

件

一
、
七
○
〇
円

し

、

写

真

一

(二)

分
析
試
験
加
工
関
係
資
料
等
の
写

一

枚

四
一
〇
円

枚

増

す

ご

と

(三)
し

に

六

八

円

を

そ
の
他
の
試
験
鑑
定
及
び
立
会
い

一

件

実

費

加
え
る
。

(四)

鋳
物
砂
試
験

(三)
イ

通
気
度
試
験

一

件

七
三
〇
円

ロ

粒
度
試
験

一

件

一
、
七
○
〇
円

ハ

粘
土
分
試
験

一

件

一
、
七
○
〇
円

ニ

強
度
試
験

一

件

七
三
〇
円

ホ

水
分
試
験

一

件

七
三
〇
円

機
械
設
計
及
び
機
械
加
工

一

件

実

費

(四)

機
械
器
具
装
置
類
の
機
能
試
験

一

件

実

費

(五)

測
定
試
験

(六)
イ

一
般
測
定
検
査

振
動
測
定

一

件

一
、
四
五
〇
円

(イ)

騒
音
測
定

一

件

一
、
四
五
〇
円

(ロ)
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旋
削
動
力
測
定

一

件

一
、
七
○
〇
円

(ハ)
ロ

精
密
測
定
検
査

工
作
機
械
の
精
度
測
定

一
項
目

一
、
四
五
〇
円

(イ)

機
械
器
具
に
よ
る
精
密
測
定

(ロ)
ａ

三
次
元
測
定
機
に
よ
る
測
定

一

件

三
、
五
五
〇
円

ｂ

表
面
粗
さ
測
定
機
に
よ
る

一

件

二
、
四
○
〇
円

精
密
測
定

ｃ

真
円
度
測
定
機
に
よ
る
精

一

件

一
、
五
五
〇
円

密
測
定

ｄ

そ
の
他
の
器
具
に
よ
る
測
定

一
項
目

一
、
四
五
〇
円

ハ

そ
の
他
の
測
定
検
査

一
項
目

三
の
（
六
）
の
イ
及
び
ロ

の
う
ち
類
似
す
る
項
目
の

金
額

そ
の
他
の
試
験

一

件

実

費

(七)
四

染
着
色
試
験

染
色
試
験

(一)
イ

普
通
染

一
キ
ロ
グ
ラ

一
、
〇
○
〇
円

ム

ロ

特
別
染

一
キ
ロ
グ
ラ

二
、
○
五
〇
円

ム

塗
装
試
験

(二)
イ

普
通
塗
装

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
○
〇
円

一

回

塗

り

平
方
セ
ン
チ

に
つ
き

メ
ー
ト
ル

ロ

特
別
塗
装

一
、
〇
〇
〇

二
、
〇
五
〇
円

一

回

塗

り

平
方
セ
ン
チ

に
つ
き

メ
ー
ト
ル

炭
火
試
験

一

釜

三
、
八
五
〇
円

(三)
五

電
磁
波
試
験

雑
音
電
界
強
度
測
定

一

件

二
四
、
五
〇
〇
円

(一)

雑
音
端
子
電
圧
測
定

一

件

一
二
、
九
〇
〇
円

(二)

雑
音
電
力
測
定

一

件

一
二
、
八
〇
〇
円

(三)

放
射
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

一

件

三
六
、
六
〇
〇
円

(四)

伝
導
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

一

件

一
一
、
八
〇
〇
円

(五)

静
電
気
放
電
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

一

件

五
、
二
五
〇
円

(六)

雷
サ
ー
ジ
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

一

件

五
、
二
五
〇
円

(七)

電
気
的
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ン
ジ
ェ
ン

一

件

五
、
二
五
〇
円

(八)
ト
／
バ
ー
ス
ト
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

ア
ン
テ
ナ
パ
タ
ー
ン
測
定

一

件

一
〇
、
八
〇
〇
円

(九)
六

磁
性
材
料
試
験

磁
気
試
験

一

件

三
八
、
〇
〇
〇
円

(一)

磁
界
解
析

一

件

実

費

(二)

残
留
応
力
測
定
（
基
本
）

一

件

六
、
六
五
〇
円

(三)

残
留
応
力
測
定
（
追
加
）

一

点

一
、
九
〇
〇
円

(四)
七

そ
の
他

- 71 -

試
験
書
及
び
分
析
書
の
写
し

一

枚

四
〇
〇
円

(一)

証
明
書

一

通

四
〇
〇
円

(二)

分
析
試
験
加
工
関
係
資
料
等
の

一

枚

四
〇
〇
円

(三)
写
しそ

の
他
の
試
験
鑑
定
及
び
立
会
い

一

件

実

費

(四)
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改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

（
略
）

（
略
）

一

実

技

試

験

の

二

級

又

は

三

一

実
技
試
験
の
二
級
又
は
三

技

能

検

定

技

能

検

定

試

実

技

試

験

一
職
種

一
八
、
二
〇
〇
円

級

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

で

技

能

検

定

技

能

検

定

試

実
技
試
験

一
職
種

一
七
、
九
〇
〇
円

級
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で

試

験

関

係

験
手
数
料

一
人

あ

つ

て

当

該

試

験

の

実

施

日

試

験

関

係

験
手
数
料

一
人

あ
つ
て
当
該
試
験
の
実
施
日

事
務

の

属

す

る

年

度

の

前

年

度

の

事
務

の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の

末

日

に

お

い

て

三

十

五

歳

に

末
日
に
お
い
て
三
十
五
歳
に

達

し

て

い

な

い

も

の

（

出

入

達
し
て
い
な
い
も
の
（
出
入

国

管

理

及

び

難

民

認

定

法

（

国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

昭

和

二

十

六

年

政

令

第

三

百

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

十

九

号

）

別

表

第

一

の

上

欄

十
九
号
）
別
表
第
一
の
上
欄

の

在

留

資

格

を

も

つ

て

在

留

の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留

す

る

者

を

除

く

。

）

に

係

る

す
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る

手

数

料

は

、

九

、

二

○

○

円

手
数
料
は
、
八
、
九
○
○
円

と
す
る
。

と
す
る
。

二

実

技

試

験

の

三

級

を

受

け

二

実
技
試
験
の
三
級
を
受
け

よ

う

と

す

る

在

校

生

（

職

業

よ
う
と
す
る
在
校
生
（
職
業

能

力

開

発

促

進

法

（

昭

和

四

能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四

十

四

年

法

律

第

六

十

四

号

）

十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

第

十

五

条

の

七

第

三

項

に

規

第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規

定

す

る

公

共

職

業

能

力

開

発

定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発

施

設

に

お

い

て

職

業

訓

練

（

施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練
（

職

業

能

力

開

発

促

進

法

施

行

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行

規

則

（

昭

和

四

十

四

年

労

働

規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働

省

令

第

二

十

四

号

）

第

九

条

省
令
第
二
十
四
号
）
第
九
条

に

規

定

す

る

短

期

間

の

訓

練

に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練

課

程

の

職

業

訓

練

（

以

下

こ

課
程
の
職
業
訓
練
（
以
下
こ

の

号

に

お

い

て

「

短

期

訓

練

の
号
に
お
い
て
「
短
期
訓
練

課

程

」

と

い

う

。

）

を

除

く

課
程
」
と
い
う
。
）
を
除
く

。

）

を

受

け

て

い

る

者

、

同

。
）
を
受
け
て
い
る
者
、
同

法

第

二

十

五

条

の

規

定

に

よ

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ

り

設

置

さ

れ

る

職

業

訓

練

施

り
設
置
さ
れ
る
職
業
訓
練
施

設

に

お

い

て

同

法

第

二

十

四

設
に
お
い
て
同
法
第
二
十
四

条

第

三

項

に

規

定

す

る

認

定

条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定

職

業

訓

練

（

短

期

訓

練

課

程

職
業
訓
練
（
短
期
訓
練
課
程

を

除

く

。

）

を

受

け

て

い

る

を
除
く
。
）
を
受
け
て
い
る

者

（

現

に

雇

用

さ

れ

て

い

る

者
（
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る

- 73 -

者

を

除

く

。

）

若

し

く

は

同

者
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同

法

第

二

十

七

条

第

一

項

に

規

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規

定

す

る

職

業

能

力

開

発

総

合

定
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合

大

学

校

に

在

学

す

る

者

又

は

大
学
校
に
在
学
す
る
者
又
は

学

校

教

育

法

第

一

条

に

規

定

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定

す

る

高

等

学

校

、

中

等

教

育

す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育

学

校

（

後

期

課

程

に

限

る

。

学
校
（
後
期
課
程
に
限
る
。

）

、

特

別

支

援

学

校

（

高

等

）
、
特
別
支
援
学
校
（
高
等

部

に

限

る

。

）

、

大

学

若

し

部
に
限
る
。
）
、
大
学
若
し

く

は

高

等

専

門

学

校

、

同

法

く
は
高
等
専
門
学
校
、
同
法

第

百

二

十

四

条

に

規

定

す

る

第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る

専

修

学

校

若

し

く

は

同

法

第

専
修
学
校
若
し
く
は
同
法
第

百

三

十

四

条

第

一

項

に

規

定

百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す

る

各

種

学

校

に

在

学

す

る

す
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る

者

を

い

う

。

）

に

係

る

手

数

者
を
い
う
。
）
に
係
る
手
数

料

は

、

一

二

、

一

〇

〇

円

と

料
は
、
一
一
、
九
〇
〇
円
と

す
る
。

す
る
。

三

前

二

号

の

い

ず

れ

に

も

該

三

前
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当

す

る

者

に

係

る

手

数

料

は

当
す
る
者
に
係
る
手
数
料
は

、
三
、
一
〇
〇
円
と
す
る
。

、
二
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）
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改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

（
略
）

（
略
）

一

土
壌
肥
料
分
析

一

土
壌
肥
料
分
析

 

定
量
分
析

 

定
量
分
析

イ

簡
易
項
目

一
項
目

一
、
三
五
〇
円

イ

簡
易
項
目

一
項
目

一
、
三
五
〇
円

ロ

一
般
項
目

一
項
目

三
、
六
○
〇
円

ロ

一
般
項
目

一
項
目

三
、
五
五
〇
円

農

業

試

験

農

業

試

験

検

ハ

特
殊
項
目

一
項
目

六
、
九
五
〇
円

農

業

試

験

農

業

試

験

検

ハ

特
殊
項
目

一
項
目

六
、
八
五
〇
円

検
査
事
務

査

分

析

手

数

二

水
質
分
析

検
査
事
務

査

分

析

手

数

二

水
質
分
析

料

 

定
量
分
析

料

 

定
量
分
析

イ

簡
易
項
目

一
項
目

一
、
三
五
〇
円

イ

簡
易
項
目

一
項
目

一
、
三
五
〇
円

ロ

一
般
項
目

一
項
目

三
、
六
○
〇
円

ロ

一
般
項
目

一
項
目

三
、
五
五
〇
円

ハ

特
殊
項
目

一
項
目

六
、
九
五
〇
円

ハ

特
殊
項
目

一
項
目

六
、
八
五
〇
円

（
略
）

（
略
）
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改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

（
略
）

（
略
）

家

畜

精

液

受

託

凍

結

手

豚

一
セ
ッ
ト

一
、
四
五
〇
円

家

畜

精

液

受

託

凍

結

手

豚

一
セ
ッ
ト

一
、
四
〇
〇
円

取
扱
事
務

数
料

取
扱
事
務

数
料

（
略
）

（
略
）
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改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

砂

利

採

取

砂

利

採

取

業

一

件

一
三
、
〇
〇
〇
円

砂

利

採

取

砂

利

採

取

業

一

件

一
三
、
〇
〇
〇
円

関
係
事
務

者

登

録

手

数

関

係

事

務

者

登

録

手

数

料

料

業

務

主

任

者

一

人

八
、
一
〇
〇
円

業

務

主

任

者

一

人

八
、
〇
〇
〇
円

試
験
手
数
料

試
験
手
数
料

業

務

主

任

者

一

人

八
、
四
〇
〇
円

業

務

主

任

者

一

人

八
、
四
〇
〇
円

認
定
手
数
料

認
定
手
数
料

砂

利

採

取

計

一

件

三
三
、
九
〇
〇
円

砂

利

採

取

計

一

件

三
三
、
九
〇
〇
円

画

認

可

手

数

画

認

可

手

数

料

料

砂

利

採

取

計

一

件

一
五
、
〇
〇
〇
円

砂

利

採

取

計

一

件

一
五
、
〇
〇
〇
円

画

変

更

認

可

画

変

更

認

可

手
数
料

手
数
料

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

建

築

士

免

許

一

件

一
九
、
三
〇
〇
円

建

築

士

免

許

一

件

一
九
、
二
〇
〇
円

手
数
料

手
数
料

建

築

士

免

許

建

築

士

免

許

証

書

換

え

交

一

件

五
、
九
〇
〇
円

証

書

換

え

交

一

件

五
、
九
〇
〇
円

付
手
数
料

付
手
数
料

建

築

士

免

許

建

築

士

免

許

証

再

交

付

手

一

件

五
、
九
〇
〇
円

証

再

交

付

手

一

件

五
、
九
〇
〇
円

数
料

数
料

建

築

士

試

験

一

人

一
七
、
九
〇
〇
円

建

築

士

試

験

一

人

一
七
、
七
〇
〇
円

建

築

士

法

手
数
料

建

築

士

法

手
数
料

関
係
事
務

関
係
事
務

一
級
建
築
士
事
務
所

一

件

一
七
、
〇
〇
〇
円

一
級
建
築
士
事
務
所

一

件

一
七
、
〇
〇
〇
円

建

築

士

事

務

建

築

士

事

務

所

登

録

手

数

所

登

録

手

数

料

二
級
建
築
士
事
務
所
及
び
木
造
建
築
士
事

一

件

一
二
、
〇
〇
〇
円

料

二
級
建
築
士
事
務
所
及
び
木
造
建
築
士
事

一

件

一
二
、
〇
〇
〇
円

務
所

務
所

建

築

士

免

許

建

築

士

免

許

登

録

証

明

手

一

件

四
〇
〇
円

登

録

証

明

手

一

件

四
〇
〇
円

数
料

数
料

建

築

士

事

務

建

築

士

事

務

所

登

録

証

明

一

件

四
〇
〇
円

所

登

録

証

明

一

件

四
〇
〇
円

手
数
料

手
数
料
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改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
三
条
の
二
関
係
）

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

事

務

の

名

手

数

料

の

名

区

分

単

位

金

額

備

考

称

称

称

称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

同

時

に

こ

同

時

に

こ

の

区

分

の

の

区

分

の

他

の

承

認

他

の

承

認

を

受

け

よ

を

受

け

よ

う

と

す

る

う

と

す

る

場

合

に

お

場

合

に

お

特

定

遊

興

飲

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化

け

る

当

該

特

定

遊

興

飲

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化

け

る

当

該

食

店

営

業

相

等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三

他

の

承

認

食

店

営

業

相

等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三

他

の

承

認

続

承

認

申

請

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項

一

件

八
、
七
〇
〇
円

に

係

る

手

続

承

認

申

請

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項

一

件

八
、
六
〇
〇
円

に

係

る

手

手
数
料

の
承
認

数

料

は

、

手
数
料

の
承
認

数

料

は

、

上

記

の

金

上

記

の

金

額

か

ら

四

額

か

ら

四

、

九

〇

〇

、

八

〇

〇

円

を

減

じ

円

を

減

じ

て

得

た

金

て

得

た

金

額

と

す

る

額

と

す

る

。

。

同

時

に

こ

同

時

に

こ

の

区

分

の

の

区

分

の

他

の

承

認

他

の

承

認

を

受

け

よ

を

受

け

よ

う

と

す

る

う

と

す

る

場

合

に

お

場

合

に

お

特

定

遊

興

飲

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化

け

る

当

該

特

定

遊

興

飲

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化

け

る

当

該

食

店

営

業

合

等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三

他

の

承

認

食

店

営

業

合

等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三

他

の

承

認

併

承

認

申

請

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
二
第

一

件

一
二
、
〇
〇
〇
円

に

係

る

手

併

承

認

申

請

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
二
第

一

件

一
一
、
〇
〇
〇
円

に

係

る

手

風

俗

営

業

手
数
料

一
項
の
承
認

数

料

は

、

風

俗

営

業

手
数
料

一
項
の
承
認

数

料

は

、

等

関

係

事

上

記

の

金

等

関

係

事

上

記

の

金

務

額

か

ら

八

務

額

か

ら

七

、

七

〇

〇

、

七

〇

〇

円

を

減

じ

円

を

減

じ

て

得

た

金

て

得

た

金
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額

と

す

る

額

と

す

る

。

。

同

時

に

こ

同

時

に

こ

の

区

分

の

の

区

分

の

他

の

承

認

他

の

承

認

を

受

け

よ

を

受

け

よ

う

と

す

る

う

と

す

る

場

合

に

お

場

合

に

お

特

定

遊

興

飲

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化

け

る

当

該

特

定

遊

興

飲

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化

け

る

当

該

食

店

営

業

分

等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三

他

の

承

認

食

店

営

業

分

等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
十
三

他

の

承

認

割

承

認

申

請

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
三
第

一

件

一
二
、
〇
〇
〇
円

に

係

る

手

割

承

認

申

請

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
三
第

一

件

一
一
、
〇
〇
〇
円

に

係

る

手

手
数
料

一
項
の
承
認

数

料

は

、

手
数
料

一
項
の
承
認

数

料

は

、

上

記

の

金

上

記

の

金

額

か

ら

八

額

か

ら

七

、

七

〇

〇

、

七

〇

〇

円

を

減

じ

円

を

減

じ

て

得

た

金

て

得

た

金

額

と

す

る

額

と

す

る

。

。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

機

械

警

備

業

機

械

警

備

業

務

管

理

者

資

警
備
業
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
資
格
者

一

件

九
、
八
〇
〇
円

務

管

理

者

資

警
備
業
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
資
格
者

一

件

九
、
八
〇
〇
円

格

者

証

交

付

証
の
交
付

格

者

証

交

付

証
の
交
付

手
数
料

手
数
料

警

備

業

関

機

械

警

備

業

警
備
業
法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の

警

備

業

関

機

械

警

備

業

警
備
業
法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の

係
事
務

務

管

理

者

講

講
習

一

件

三
九
、
〇
〇
〇
円

係
事
務

務

管

理

者

講

講
習

一

件

三
八
、
〇
〇
〇
円

習
手
数
料

習
手
数
料

機

械

警

備

業

警
備
業
法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

機

械

警

備

業

警
備
業
法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

務

管

理

者

資

準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
五
項
の
規

一

件

一
、
八
〇
〇
円

務

管

理

者

資

準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
五
項
の
規

一

件

一
、
八
〇
〇
円

格

者

証

書

換

定
に
基
づ
く
資
格
者
証
の
書
換
え

格

者

証

書

換

定
に
基
づ
く
資
格
者
証
の
書
換
え

え
手
数
料

え
手
数
料

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

現

に

銃

砲

刀

現

に

銃

砲

刀

剣

類

所

持

等

剣

類

所

持

等

取

締

法

第

四

取

締

法

第

四
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条

第

一

項

第

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

一

号

の

規

定

に

よ

る

許

可

に

よ

る

許

可

を

受

け

て

猟

を

受

け

て

猟

銃

砲
刀
剣

類
所

持
等
取

銃

又

は

空

気

一

人

三
、
〇
〇
〇
円

銃

砲

刀

剣

類

所

持

等

取

銃

又

は

空

気

一

人

三
、
〇
〇
〇
円

講
習
手
数
料

締

法
第
五

条
の

三
第
一

銃

を

所

持

し

講
習
手
数
料

締

法

第

五

条

の

三

第

一

銃

を

所

持

し

項
の
講
習

て

い

る

者

及

項
の
講
習

て

い

る

者

及

び

同

法

第

五

び

同

法

第

五

条

の

二

第

三

条

の

二

第

三

項

第

二

号

又

項

第

二

号

又

は

第

三

号

に

は

第

三

号

に

掲
げ
る
者

掲
げ
る
者

そ
の
他
の
者

一

人

六
、
九
〇
〇
円

そ
の
他
の
者

一

人

六
、
八
〇
〇
円

銃

砲

刀

剣

銃

砲

刀

剣

類

関

係

事

技

能

検

定

手

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
四

一

人

二
一
、
〇
〇
〇
円

類

関

係

事

技

能

検

定

手

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
四

一

人

二
一
、
〇
〇
〇
円

務

数
料

第
一
項
の
技
能
検
定

務

数
料

第
一
項
の
技
能
検
定

技

能

講

習

手

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
五

一

人

一
二
、
七
〇
〇
円

技

能

講

習

手

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
五

一

人

一
二
、
三
〇
〇
円

数
料

第
一
項
の
講
習

数
料

第
一
項
の
講
習

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

年

少

射

撃

資

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
九
条
の
十

年

少

射

撃

資

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
九
条
の
十

格

認

定

証

再

三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
年
少
射
撃
資
格

一

件

一
、
九
〇
〇
円

格

認

定

証

再

三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
年
少
射
撃
資
格

一

件

一
、
九
〇
〇
円

交
付
手
数
料

認
定
証
の
再
交
付

交
付
手
数
料

認
定
証
の
再
交
付

年

少

射

撃

資

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
九
条
の
十

年

少

射

撃

資

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
九
条
の
十

九
、
七
〇
〇
円

格

講

習

手

数

四
第
一
項
の
講
習

一

人

九
、
八
〇
〇
円

格

講

習

手

数

四
第
一
項
の
講
習

一

人

料

料

登
録
手
数
料

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
十
四
条
第

一

件

六
、
三
〇
〇
円

登
録
手
数
料

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
十
四
条
第

一

件

六
、
三
〇
〇

一
項
の
登
録

一
項
の
登
録

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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